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会議録 

平成 27年第 2 回更別村議会定例会 

 

１ 開催年月日  平成 27 年６月９日 

２ 招集の場所  更別村役場３階議事堂 

３ 開会・開議  ６月９日 10時 00分宣告 

４ 応集議員   全議員 

５ 出席議員   （８名） 

   議 長 松橋昌和 

   副議長 本多芳宏 

   １ 安村 敏博   ２ 太田 綱基   ３ 髙木 修一    

   ４ 織田 忠司   ５ 上田 幸彦   ６ 村瀨 泰伸 

６ 地方自治法第 121条の規定による説明員 

  村      長 西山 猛    副 村 長 森 稔宏 

教 育 長 荻原 正    代 表 監 査 委 員 笠原幸宏 

農 業 委 員 会 長 織田忠司    会 計 管 理 者 金曽隆雄    

総 務 課 長 吉本正美    企 画 政 策 課 長 髙橋祐二    

産 業 課 長 本内秀明    住 民 生 活 課 長 宮永博和 

建 設 水 道 課 長 佐藤成芳    保 健 福 祉 課 長 安部昭彦 

診 療 所 事 務 長 佐藤敬貴    教 育 次 長 新関 保 

農業委員会事務局長 小林浩二 

７ 職務のため出席した議会事務局職員 

   局長 末田晃啓   書記 酒井智寛  小野山果菜 

８ 議事日程 

日程第１  会議録署名議員指名の件 

日程第２  議会運営委員長報告 

日程第３  会期決定の件 

日程第４  諸般の報告 

日程第５  一般行政報告 

日程第６  平成27年度村政執行方針、平成27年度教育行政執行

方針 

日程第７ 報告第１号 平成26年度一般会計繰越明許費の件 

日程第８ 議案第34号 更別村公平委員会委員の選任につき同意を求める件 

日程第９ 議案第35号 更別村公平委員会委員の選任につき同意を求める件 

日程第10 議案第36号 更別村公平委員会委員の選任につき同意を求める件 
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日程第11 議案第37号 更別村固定資産評価審査委員の選任につき同意を求

める件 

日程第12 議案第38号 夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改正する条

例制定の件 

日程第13 議案第39号 更別村教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の

勤務条件に関する条例を廃止する条例制定の件 

日程第14 議案第40号 更別村教育委員会教育長の寒冷地手当の支給の特例

に関する条例を廃止する条例制定の件 

日程第15 議案第41号 更別村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定の件 

日程第16 議案第42号 更別村国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

の件 

日程第17 議案第43号 更別村介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

日程第18 議案第44号 更別村過疎地域自立促進市町村計画変更の件 

日程第19 議案第45号 若葉団地公営住宅建替工事（建築主体工事）工事請

負契約締結の件 

日程第20 議案第46号 平成27年度更別村一般会計補正予算（第２号）の件 

日程第21 議案第47号 平成27年度更別村介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）の件 

日程第22 意見書案第５号 平成27年度北海道最低賃金改正等に関する意見書の

件 

日程第23 意見書案第６号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への

復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数

改善、就学保障充実など平成28年度国家予算編成に

おける教育予算確保・拡充に向けた意見書の件 

日程第24 意見書案第７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと

地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求

める意見書の件 

日程第25 意見書案第８号 地方財政の充実・強化を求める意見書の件 

９ 会議録署名議員の指定 

   議長は会議録署名の指定に次の２名を指名した。 

３ 髙木 修一   ４ 織田 忠司 
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議 事 の 経 過 

 

議   長 ただいまの出席議員は、８名であります。 

定足数に達しておりますので、これより平成 27年第２回更別村議会

定例会を開会いたします｡              （10時 00分） 

 村長より招集の挨拶があります｡ 

   西山村長 

村   長  本日ここに、平成 27年第２回更別村議会定例会の招集をお願い申し

上げましたところ、議員各位におかれましては大変ご多忙の中ご出席

を賜り、厚くお礼を申し上げます。本年は積雪が多く雪解けが心配さ

れましたが、気温の上昇や好天にも恵まれて順調に農作業も進み、直

近の作況状況も強風や霜の影響を受けたものの、例年を上回る生育で

推移しているとの報告がなされ、豊穣の秋が期待されるところです。

国政では、大詰めを迎えたＴＰＰ交渉も、国民への情報提供が充分に

なされず、合意に向けた日米や各国の協議などの一連の動きは加速さ

れ、より一層の懸念が広がっています。基幹産業である農業と地域経

済を破壊するＴＰＰに断固反対し、国会決議の順守を強く求め、関係

機関と連携して本村の農業を守り、発展させるため全力を尽くす所存

であります。また、消費税率８％アップから１年が経過し、この間の

電気料金の値上げと相まって輸入資材や飼料等の値上がりなど、アベ

ノミクスによる景気の上向きや緩和がマスコミで報道される中、地方

にはその効果が届いていないのが実感であります。一方で、少子高齢

化、人口減少という大きな課題が提起される中、地方創生や総合戦略

策定に向けた取り組みが強く求められています。このような厳しい環

境の下、村づくり三原則である、住みたい村・住み続けたい村、働け

る村、訪れる村を基本理念に、行政と住民が情報と意識の共有化を図

り、地方自治の原点に立ち返りながら、一人ひとりが輝く村づくりに

まい進していきたいと考えておりますので、議員各位の皆様方のご指

導とご協力を切にお願いするものです。本定例会は、村政並びに教育

行政の執行方針を申し上げ、関連する政策予算の補正をはじめ、提出

案件につきましてご審議をお願いするものです。よろしくお願いを申

し上げ、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

議   長  村長の挨拶が終わりました。 

 ただちに本日の会議を開きます｡ 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります｡ 

議   長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います｡ 

 会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により議長において、 

１番安村さん、２番太田さんを指名いたします｡ 

議   長 日程第２、議会運営委員長報告を行います｡ 

 先の本会議において、議会運営委員会に付託をいたしました本定例
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会の議事、運営等に関し協議決定した内容について報告を求めます。 

   髙木議会運営委員長 

議会運営委員長  議会運営委員会において協議、決定した内容をご報告いたします。 

先に、第２回村議会定例会の議事運営等に関して、議長から諮問が

ありましたので、これに応じ６月２日午前９時より議会運営委員会を

開き、付議事件及び議事日程並びに会期等について慎重に協議いたし

ました。その結果、会期については、提出案件の状況などを考慮し検

討した結果、本日から６月１６日までの８日間と認められました。以

上、委員会での結果をご報告申し上げましたが、本定例会の議事運営

が円滑に行われますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議   長 委員長の報告が終わりました。 

なお、ただいまの委員長報告に対する質疑は省略をいたします。 

議   長 日程第３、会期決定の件を議題といたします｡ 

 おはかりいたします。本定例会の会期は、本日より 16日までの８日

間といたしたいと思います｡ 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  はい、異議なしと認めます｡ 

 したがって、会期は８日間と決定をいたしました｡ 

議   長 日程第４、諸般の報告をいたします｡ 

諸般の報告は、印刷をしてお手元に配布しておきましたから、ご了

承を願います｡ 

議   長 日程第５、一般行政報告を行います｡ 

 一般行政報告は文書で配布されております｡ 

なお、口頭で補足説明を求められておりますので、発言を許します。 

   西山村長 

村   長  それでは口頭により、補足をさせていただきます。１番目の農作物

生育状況についてでございます。別紙１のとおり、６月１日現在の調

査をお示ししてございます。直播が増えたということで、てんさいの

欄が昨年に引き続き２段での調査報告となっております。調査日以降

に強風と霜による被害も若干報告されていますが、おおむねどの作物

も天候に恵まれ、順調に生育をしているところでございます。次に２

番目の村営牧場の入牧状況ですが、今年度は 237頭となっております。

昨年より 161 頭の減となり、２年連続の減少となっております。主な

理由として、経営転換や離農による利用戸数の減少によるものであり

ますが、本村といたしましてもこの事態を重く受け止め、今後の畜産

振興に向けて、村営牧場のあり方など、畜産クラスター協議会におい

て協議を重ねてまいりたいと考えているところでございます。３番目

の更別村情報公開条例の運用状況につきましては、お目通しをお願い

するものです。以上、報告といたします。 
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議   長 これで村長からの一般行政報告を終わります｡ 

これから一般行政報告に対する質疑を行ないます。 

 質疑の発言を許します｡ 

 ありませんか。 

 （ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

議   長 日程第６、村政執行方針並びに教育行政執行方針についての説明の

申出がありました。 

 これを許します。 

   西山村長 

村   長 村政執行方針についてご説明申し上げます。このたび、４月 26日執

行の更別村長選挙におきまして、私が村民の皆様からご信任をいただ

き、村政運営の重責を担うこととなりました。本日ここに、子どもか

らお年寄りまで、笑顔と笑い声があふれ、住民一人ひとりが輝く更別

村を信条に、村長としての所信を申し述べる機会をいただき、改めて

身の引き締まる思いでございます。これからの村政執行の基本的な方

針と施策について述べさせていただき、村議会議員並びに村民の皆様

の深いご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 さて、国内の景気については、消費税率引き上げの影響が一巡しつ

つある中、家計や企業のマインド・景況感の持ち直しや所得雇用環境

の改善などを背景に、緩やかな回復基調が持続されており、当面の見

通しとしても堅調な企業収益など良好な投資環境などを背景に、景気

は推移していく見込みとされております。しかしながら、このような

回復基調は都市部では見られるものの、地方では未だ実感が少ないの

が現状でもあります。また 2008年に始まった人口減少が今後加速度的

に進むことが見込まれ、消費・経済力の低下が、日本の経済社会に対

して大きな重荷となることから、国は人口減少克服と地方創生を合わ

せて行う、まち・ひと・しごと創生に取り組み、地方においても地域

特性に応じた地方人口ビジョン、地方版総合戦略の策定・実施が求め

られています。この策定にあたっては、産官学金労言の参画はもとよ

り、女性、若者、高齢者など住民の皆様の協力・参画が必要とされて

おり、皆様のご支援・ご協力により更別村の地域特性に合った計画策

定に努めてまいります。これから村政を執り進めていくわけですが、

本年度の当初予算は、選挙の年でありましたので、継続事業等執行上

やむを得ないとされる事業等を計上した骨格予算として編成されてお

り、今後、執行方針に基づく事業を遂行するため、本議会において補

正予算を提出させていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜

りますようお願いいたします。 

 私は村づくりの理念として、地方自治の原則である、自らの地域の
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未来を、自らの創意・工夫で切り開き、自らが決定し、責任をもって

実行していくことが必要だと考え、そのためには村民の豊かな創造性

と社会経験が村づくりに充分生かされるよう、行政と住民がそれぞれ

の役割と責任を果たし、ともに考え、ともに村づくりを進めることで

あると考えております。村づくり三原則として示す、住みたい村・住

み続けたい村、働ける村、訪れたい村を推し進め、第５期更別村総合

計画に掲げる、いつまでも住み続けたいまち、豊かさ、安心、笑顔あ

ふれる夢大地の実現に向けて、全力で取り組む所存でございます。な

お、各種施策の推進につきましては、基本計画で示している基本目標

別施策に基づき、私が掲げた公約も含みながら申し述べさせていただ

きます。 

 １．にぎわいと元気を生み出すまちづくり。総合計画基本計画の第

１章に示す基本目標、にぎわいと元気を生み出すまちづくりに向けて、

次の施策を推進します。市街地の整備関連では、にぎわいと活気に満

ちた市街地づくりを目指した、更別村市街地活性化実施計画を基に、

花いっぱい活動などの継続と、昨年度完成の大型遊具を設置した農村

公園の集客や、本年度より着工の交流拠点施設の整備により市街地の

交流人口を増やすとともに、さらなる市街地の活性化を、関係機関・

団体などのご協力を得ながら進めてまいります。また、上更別地区の

活性化として、地区振興策の検討内容を踏まえ、協働店舗を核に行わ

れる事業への支援を推進してまいります。さらに、市街地の交通網の

充実を図るため、道路改良舗装及び舗装強化並びに歩道の改修を進め

てまいります。住宅・宅地供給の関連では、住宅定住化対策として多

様なニーズに応えるため、引き続きコムニ団地と民間分譲のオークヴ

ィレッジとの連携を進め、空き地空き家バンクの積極的活用により、

定住化の促進に努めてまいります。また、持ち家住宅建設の促進と市

街地空洞化対策として、住宅建設への支援を継続するとともに、バリ

アフリーに対するリフォーム等への支援を検討してまいります。賃貸

住宅については、老朽化した若葉団地公営住宅の計画的な改築と、更

別村公営住宅等長寿命化計画に基づく公営住宅の改修を推進するとと

もに、賃貸住宅建設促進事業により民間賃貸住宅の整備を支援してま

いります。上水道の安定供給関連では、安全な水の安定供給と上水道

施設の保全を図るため、維持管理の適正化に努めてまいります。排水

処理対策関連では、衛生的で快適な生活と水質保全を図るため、公共

下水道及び集落排水施設の適正管理と安全運営に努めてまいります。

また、農村部の快適な環境づくりとして、個別排水処理施設の整備を

住宅建設補助と併せて推進してまいります。余暇空間の創造関連では、

どんぐり公園では、指定管理者による、きめ細やかな利用環境を整え、

村内外の利用向上とパークゴルフを通じた村民の健康増進を図るとと

もに、すももの里まつりや、すももを活用した特産品づくりを進め、
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すももの里が本村のランドマークとなるようＰＲに努めてまいりま

す。道路網の整備関連では、212路線に及ぶ村道につきまして、住民生

活や産業振興の基盤でありますので、さらに計画的な整備と適切な管

理に努めてまりいます。橋りょうにつきましては、安全を念頭に計画

的な改修を進めてまいります。国道と道道につきましては、交通安全

対策として、国道更別橋の拡張や道道更南更別停車場線の危険交差点

の早期改良等を引き続き関係機関に強く求めてまいります。安定した

農林水産業を育てる関連では、本村の基幹産業である農業は、経費の

高騰など、依然として厳しい経営環境にあり、情報開示の少ないＴＰ

Ｐ交渉は行方も見えない状況にあります。このようなことから、農業

者はもとより関係機関との連携を強化し、第５期更別村農業振興計画

に基づく各種の対策を推進し、快適で魅力ある農村づくりの実現を目

指してまいります。収益性の高い農業の育成関連では、農村の環境整

備として、平成 27年度から多面的機能支払交付金事業に取り組む、更

別南地域未来づくり協議会が新たに立ち上がり、全村をカバーできる

ことから、各団体の積極的な活動に期待し、農村環境の改善を促進す

るとともに、環境保全型農業直接支援対策を活用し、減農薬等による

安全な農業づくりを推進してまいります。農業基盤整備については、

農業用水の安定供給と施設の維持経費の軽減を図るため、国営施設応

急対策事業の平成 28年度採択を目指し、事業を要望してまいります。

また今年度で終了する更南地区及び勢雄地区道営畑地帯総合整備事業

に関する次期道営事業についても採択に向け準備を進めてまいりま

す。また、堆肥投入助成の土づくり推進事業や、良質な自給飼料の確

保対策として、自力草地更新事業を継続実施してまいります。特に、

近年減少が著しい酪農家対策として、畜産クラスター計画に示された

酪農畜産振興対策事業を確実に推進するとともに、村営牧場につきま

しても、土壌分析、草地分析を実施し、適切な草地管理に努め、経年

劣化の激しい草地に関しましては年次的に草地更新を実施し、酪農経

営の支援に努めてまいります。更別村農業経営、生産対策推進会議に

おいては、農業情勢の的確な把握と対策の迅速性を図るとともに、今

後の更別農業のあり方について検討を進めてまいります。また農作業

の安全対策も徹底してまいります。担い手の育成につきましては、関

係機関で構成する更別村農業担い手育成センターが主体となって、青

年就農給付金の取扱い、民間のイベントを積極的に活用した農業者の

パートナー対策など、担い手の育成、確保に努めるとともに、農業の

法人化を奨励してまいります。有害鳥獣による農作物被害の対策とし

て、関係機関で構成する鳥獣害防止対策協議会において、捕獲従事者

育成助成や捕獲機材の整備充実を図るとともに、道営事業によるシカ

侵入防止柵の要望など、効果的な対策を講じ、農作物等の被害防止に

努めてまいります。農畜産物の付加価値の向上として、ＪＡさらべつ
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を始め、食品製造業者並びに更別農業高校等と連携し、更別産品の安

全・安心を広くＰＲするとともに、既存の農畜産物を対象とした加工

品の研究開発などにより、地産地消を推進し、学校給食での利用はも

とより、更別の農産物を販売する機会の拡大などに取り組んでまいり

ます。また民間活力による特産品開発を推進するため、試験・研究や

販路開拓、起業に向けた取り組みに対する助成制度を昨年より実施し

ておりますが、さらに推進してまいります。林業の育成関連では、森

林の多面的な機能を発揮させるために、災害に強い樹種を選定し、保

安林の計画的更新を進め、治山事業を活用した災害に強い防風保安林

の整備を進めてまいります。民有林につきましては、伐採跡地への再

造林の促進と雪害による森林被害の復旧に関し、未来につなぐ森づく

り推進事業などにより支援を行い、森林の保全に努めてまいります。

また、第三者にも評価される適切な森林の整備・管理を行う森林認証

の取得についても取り組んでまいります。商工業、サービス業振興の

関連では、交通網の整備等による生活圏の拡大、消費者ニーズの多様

化、近隣への大型店の進出、さらには消費税の増税や度重なる電気料

金の値上げ等、商工業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。

このため、消費者の購買意欲を喚起し、地元購買を推進するプレミア

ム付商品券発行事業を実施するとともに、中小企業近代化資金特別融

資制度による利子補給事業を継続して実施してまいります。また今年

で 50回目を数えるどんぐり村の盆おどりについて、記念事業への助成

を行ってまいります。観光関連産業育成関連では、村内にはパークゴ

ルフ場を始め、オートキャンプ場など自然の中で楽しめる観光の場が

あり、またイベントについても国際トラクターＢＡＭＢＡ、さらべつ

大収穫祭、全日本ママチャリ耐久レース等、本村ならではのイベント

が関係機関、団体と連携し、開催されております。またすももの里や

昨年オープンした農村公園大型遊具などが新たな交流の場として注目

されつつあります。このような新たな人の流れを持続させるよう、商

店街はもとより道の駅などと連携を図り、特産品のＰＲなど情報発信

に努め、本村の知名度向上に繋げてまいります。新たな産業の創造と

雇用の確保関連では、就職環境は都市部では新卒者を中心に改善の兆

しを見せておりますが、地方では未だ厳しいものとなっております。

このため、更別村地元雇用促進事業の要件を緩和し、継続して実施す

ることとし、村内企業や農業者への雇用支援を行ってまいります。主

な事業として、市街地活性化対策事業（交流拠点施設整備工事費補助、

外構工事、市街地案内看板設置工事）、公営住宅建設事業（若葉団地建

替、曙団地基本設計）、公営住宅改修事業（屋根、外壁）、賃貸住宅建

設促進事業、住宅建設補助事業、特定環境保全公共下水道事業（下水

認可計画変更策定）、個別排水処理施設整備事業、市街地歩道改修事業

（更別仲通り、更別東２条線）、道路改良舗装事業（東栄協和線、勢雄
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17号甲）、市街地道路改良舗装事業（本町５丁目線）、舗装強化事業（南

１線、南２線乙、更別西３条線、広域縦断線）、橋りょう改修事業（補

修工事）、多面的機能支払交付金事業（農地維持、資源向上）、環境保

全型農業直接支援対策事業、国営かんがい排水事業札内川第二（二期）

地区（繰上償還）、道営畑地帯総合整備事業（担い手支援型）（更南地

区、勢雄地区）、土づくり推進対策事業（堆肥投入）、農業関係資金利

子助成事業、酪農畜産振興対策事業、自給飼料増産推進事業（草地更

新）、森林環境保全整備事業（特殊地拵、植裁、下刈、除間伐、殺そ剤

散布、枝打）、未来につなぐ森づくり推進事業（私有林植裁）、商工振

興事業（商工会運営助成）、どんぐり村の盆おどり実行委員会助成金、

商工業活性化事業（プレミアム付商品券発行事業）、商工業関係利子補

給事業、企業振興促進事業、産業振興施設整備等資金借入利子補給事

業（農業、商業施設）、ふるさと創生基金事業（ふるさとづくり、商店

街活性化、特産品チャレンジ、地域づくり）、観光・物産総合振興事業、

地域おこし協力隊事業、地元雇用促進事業、以上を推進します。 

 ２．生活の安心を高めるまちづくり。総合計画の基本計画第２章に

示す基本目標、生活の安心を高めるまちづくりに向けて、次の施策を

推進します。健康への意識高揚関連では、医療費の増大につながる生

活習慣病の予防に着目した特定健診・特定保健指導は、第２期実施計

画の３年目となりますが、特定健診と併せて若い世代から広く各種健

診の受診勧奨を行い、生活習慣病や疾病の早期発見、介護予防を推進

し、心身ともに健やかに暮らせる村民の健康づくりと医療費の抑制に

努めてまいります。また、平成 25年度策定の第２次どんどん元気さら

べつの 10箇年計画に沿って健康づくりの意識を高めるよう各種保健事

業や体力増進を進めてまいります。地域医療確保の関連では、医療法

人北海道家庭医療学センターとの医療提携により、医師４名及び理学

療法士１名の派遣を受け、診療所運営を行っております。幅広い初期

診療に対応する家庭医療学は地域医療の原点と考えており、今後も医

療提携の継続と、家庭医療学の普及発展に必要な支援を行ってまいり

ます。住みたい、住み続けたい村の実現には、安定した医療の確保が

欠かせないことから、引き続き医療サービスの充実に努め、より住民

に信頼される診療所運営を目指すとともに、地域医療の確保に努めて

まいります。地域福祉活動の推進関連では、安心して暮らせるまちづ

くりの実現には、本村の地域課題を全村民で共有し、支えあい助け合

って解決していかなければなりません。今後も総合的な視点から、地

域福祉を一層推進するとともに、社会福祉協議会や民間福祉法人との

連携を深め、地域福祉を担う人材の育成等に取り組んでまいります。

高齢者福祉の推進関連では、村の管理する高齢者福祉施設と民間社会

福祉法人が運営する介護保険サービス事業との連携により、高齢者福

祉事業を展開しておりますが、今後も福祉関係機関と連携し、高齢に
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なっても安心して住み続けられる村づくりを推進してまいります。ま

た、高齢化社会に対応した介護予防の取り組み、医療と介護の連携、

認知症対策、生活支援の充実などについても検討し、さらなる福祉の

充実を図ってまいります。障がい者（児）関連では、健康相談や乳幼

児健診において障がいの早期発見に努め、必要な支援が受けられるよ

う相談や各種支援制度の情報提供に努めてまいります。また障害者総

合支援法（旧障害者自立支援法）並びに第３期障がい者福祉計画に基

づき、障がい者が地域において自立した日常生活や社会生活を営むた

めの相談支援の充実、日中活動や移動支援等の地域生活支援事業の取

り組みを進めるとともに、住み慣れた地域で暮らしていけるための雇

用と生きがいの場の創出について、関係機関と検討を進めてまいりま

す。地域生活の確保関連では、本村における国民健康保険の一人あた

りの医療（諸）費は、全道でも低い地域にランクされておりますが、

保険給付費、後期高齢者の医療費、介護費は年々増加している状況に

あります。引き続き、各健診事業の受診率の向上を目指し、早期発見、

早期治療を基本とし、医療費、介護費の抑制に向けた取り組みを進め

てまいります。災害への備えの強化関連では、自然災害が比較的少な

い本村ではありますが、過去の震災を教訓に、民間住宅の耐震診断と

耐震改修工事の補助を継続してまいります。また平成 23年の東日本大

震災における死者数のうち、高齢者や障がい者が６割を超える実態か

ら、一昨年災害対策基本法が改正され、平常時から緊急連絡体制及び

避難誘導体制等の防災体制の強化を図ることを自治体に求めていま

す。このことから、今年１月に更別村地域防災計画の修正を行い、高

齢者や障がい者等の避難行動要支援者の避難支援体制を整備できるこ

ととしており、対象者の同意のもと、具体的な避難行動や安否確認方

法などの個別計画を作成してまいります。消防・救急体制整備の関連

では、住民生活の安心と安全をより高めるため、消防の広域化を推進

し、それに対応した高機能指令センターの整備と、消防救急デジタル

無線整備を進めてまいります。また、広域化に伴い、消防団事務は更

別村にその事務を移管することとなりますが、広域化後も消防団と常

備の連携確保、情報の交換及び共有・制度研究など、継続的に検討し、

さらなる発展に努めてまいります。交通事故、犯罪のない社会づくり

関連では、交通事故防止には、一人ひとりの安全意識の高揚が一番大

切であると考え、第９次更別村交通安全計画（平成 23年度から平成 27

年度）に基づき、交通事故を防ぐため子どもたちや高齢者の交通安全

教室の開催など各種安全対策や安全意識を高める啓発活動を推進して

まいります。さらに、生活安全推進協議会と連携し、村民を事件、事

故から守るための事業に努めてまいります。ごみ収集・処理関連では、

環境美化推進協議会と連携し、本村の景観保全に努めるとともに、ゴ

ミのポイ捨てが横行しないよう、またペットの管理が適正に行われる
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よう、更別村ごみの散乱等の防止に関する条例に基づき、必要な施策

を行い、清潔で美しい村作りの実現に向けて取り組んでまいります。

地球環境への配慮関連では、地球環境に配慮し、クリーンな村作りを

進めるため、第３期更別村地球温暖化対策実行計画（平成 23年度から

平成 27年度）さらには更別村地域新エネルギービジョンに基づき、省

エネ対策の推進、住宅用・事業所用の太陽光発電システムの導入支援

を継続して行い、また昨年度に引き続き環境負荷の低減や節電対策と

して、街路灯照明のＬＥＤ化を継続して進めてまいります。なお、大

規模太陽光発電施設の本年度完成に向け支援を行い、地域振興を図っ

てまいります。主な事業として、特定健康診査、特定保健指導事業、

各種健診事業（がん健診、人間ドック他）、社会福祉活動事業補助、医

療業務委託事業（医師等派遣）、高齢者在宅生活等支援事業（生活支援

ハウス運営委託）、老人福祉施設等雇用対策事業、地域生活自立支援事

業、介護保険地域支援事業（介護予防）、消防施設整備事業（消防救急

デジタル無線整備、高機能指令センター整備費他）、太陽光発電システ

ム導入補助事業、街路灯補修事業（照明灯ＬＥＤ化）、を推進します。 

 ３．笑顔に出会うまちづくり。総合計画の基本計画第３章に示す基

本目標、笑顔に出会うまちづくりに向けて次の施策を推進します。 

生涯学習社会の整備関連では、少子高齢化や高度情報化、グローバル

化の進展など社会の仕組みが大きく変わる中で、教育の分野において

も時代の変化に速やかに対応していくことが重要課題となっており、

教育委員会と一体となり、新たな学校教育の推進と特色ある学校づく

りの充実に努めてまいります。生涯学習の分野では、誰もが生涯にわ

たって学び合い自己を高め、地域文化の振興、潤いとふれあいに満ち

た人づくりを目指してまいります。また懸案でありました更別農業高

等学校の校舎等の大規模改造事業が実施されておりますが、一層の高

等教育の充実が図られるよう、備品整備等の要請活動を引き続き関係

機関の協力を得て支援してまりいます。なお、上更別幼稚園の改築に

併せて、多様化する子育ての需要に対応するため、上更別地区におけ

る幼稚園、保育所、学童保育などの機能のあり方について、認定こど

も園を視野に、地域の皆様の意見を聞きながら基本計画に着手してま

いります。子育て支援関連では、子どもは村の宝であり、明日の更別

村を担う力であります。少子化や人口減少対策に総合的に取り組む、

（仮称）子ども応援課の設置を進めるための係を設置し、組織の改編

に向け準備を進めてまいります。また子育て支援策の充実や負担の軽

減を図るため、幼稚園授業料・保育料・給食費の軽減について検討し

てまいります。昨年度に策定しました子ども・子育て支援事業計画に

基づき、幼児期の学校教育及び保育や各種支援事業について、関係機

関一丸となって推進するとともに、子育て応援宣言の村を目指してま

いります。主な事業として、児童福祉施設活動事業（保育、学童保育、
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延長保育、一時保育、子育て支援センター）、母子保健事業（乳幼児、

母子、妊婦健診）、医療給付事業（重度障害、ひとり親家庭、児童、乳

幼児）、上更別幼稚園園舎改修事業（建設基本設計）、更別農業高校教

育振興事業（振興会助成、海外実習、生徒確保）、指導主事共同設置事

業、外国語指導推進事業（外国語指導助手ＡＬＴ）、出産祝金支給事業

（出生時）、入学祝金支給事業（小学校・中学校入学時）を推進します。 

 ４．協働で感動するまちづくり。総合計画の基本計画第４章に示す

基本目標、協働で感動するまちづくりに向けて、次の施策を推進しま

す。住民活動の促進関連では、住民と行政が力を合わせてまちづくり

を進める住民協働の花いっぱい運動等のさらなる推進に向けて取り組

んでまいります。住民と行政の相互理解を深める関連では、住民と行

政の間で、情報や意識を共有し、ともにまちづくりを進めることが必

要であることから、わかりやすく親しまれる広報づくりや広く住民の

意見を聞き取り、意見交換を行う行政区懇談会を実施するとともに、

各機関、団体の現状、課題の情報を共有する村づくり懇談会の開催に

努めてまいります。行政運営体制の確立関連では、行政改革並びに財

政計画の視点に基づき、行政事務の効率化を図るため、常に事務事業

の見直しを行うとともに、職員の政策立案能力の向上を図るため、よ

り一層職員研修の充実を図るなど、人材育成に努めてまいります。ま

た管内 19市町村で構成する十勝定住自立圏では、関係市町村が連携し

て推進する具体的な取り組みを明らかにする共生ビジョンが５年目と

なることから、次期共生ビジョンの協議を始めるとともに、引き続き

共生ビジョンに基づく広域事業に取り組んでまいります。財政の健全

化関連では、村の財政は地方交付税等の収入に依存しています。昨年

度は地域経済、雇用対策費の削減等により、前年度費約２億円の減収

となり、国の政策が大きく影響します。昨年４月の消費税増税に伴う

駆け込み需要からの反動、実質所得の減少など、昨年度前半は個人消

費が落ち込みました。後半以降は緩やかに景気は回復基調にあります

が、輸出産業が少ない地方には、その実感が薄い状況にあります。所

得税、法人税、自動車関連税等、国の税収の増減は、税財源として地

方に交付されるため、地方財政に大きな影響を与えますことから、今

後も引き続き健全な財政運営に努めてまいります。主な事業として、

協働活動交付金事業、戸籍電算化事業（システム改修）、社会保障、税

番号制度整備事業を推進します。 

 以上、平成 27年度の村政執行にあたり基本的な方針と主な施策につ

いて述べさせていただきました。新たな問題や継続する課題が山積す

る重要な時期であり、村においても的確な対応が求められるものであ

りますが、村政を預かるという重責を深く肝に銘じ、全ては村民のた

めに、の気持ちを忘れずに、村づくり三原則の理念に基づき、第５期

更別村総合計画に掲げる、いつまでも住み続けたいまち、の実現のた
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め、住民一人ひとりが輝く村づくりに職員とともに全力でまい進する

所存であります。村議会議員各位並びに村民の皆様のより一層のご指

導とご協力をお願い申し上げまして、村政執行方針といたします。 

議   長    荻原教育長 

教 育 長 教育行政の執行に対しましては、平素より村議会並びに村民の皆様

のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。平成 26年度の教育関

係事業につきましては、順調に進めさせていただきました。小学校、

中学校におきましては、平成 25年度に引き続き文化、体育部門におい

て、十勝管内、全道、全国の各種大会ですばらしい活躍がありました。

また、更別農業高等学校は、農業クラブ全国大会において、連続 42回

の出場を続け、２名が入賞するなど輝かしい成績を残しております。

さて、少子高齢化や高度情報化、グローバル化への対応など社会が急

激に変化している中で、多様化する地域の様々な課題への対応が必要

となってきており、そのためには教育の重要性が改めて認識されてい

ます。また、本年４月には新たな教育委員会制度が始まり、教育の政

治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方公共団体の長との連

携強化を図りながら、今日的な教育行政の課題に取り組んでいくこと

が求められています。このような社会情勢の中で、誰もが夢や希望に

向かって挑戦し、心豊かに、ともに支え合い、ふるさとに誇りを持っ

て、逞しく生きていける人材を育てることが教育に求められておりま

す。村づくりは、人づくりと地域の教育によって支えられ、活性化す

るものであります。知・徳・体の調和のとれた人間形成に取り組むこ

とを目的に制定されました、更別村教育の日のスローガンを基として、

学校、家庭、地域そして行政がともに連携を深め、それぞれの目標を

実践、検証し、村民の皆さんが生きがいやゆとりを持ち、一人ひとり

が輝き、将来にわたって生活できる、生涯学習社会の実現に向けて諸

般の施策を進めてまいりたいと存じております。 

はじめに、学校教育の充実についてであります。学校は、公教育を

担う専門機関として、児童生徒が豊かな人間性と社会性を育み、健康

でたくましい体をつくる場でありますので、それぞれの学校ならでは

の、特色ある学校づくり、特色ある教育を行うことが重要となります。

第１点は、教育の内容や方法についてであります。児童生徒一人ひと

りに、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた育成と、家

庭や地域の協力を得た十勝・更別村らしい教育の充実を大きな柱とし

て、各教科・道徳・特別活動及び総合的な学習の時間を通して、学ぶ

楽しさや充実感を味わうことができるよう、創意・工夫を生かした特

色ある学校づくりを推進してまいります。学ぶ意義をよく理解し、基

礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とこれらを活用する力の育成

は、社会がどのように変化しても、必要不可欠なものであります。そ

のため、全国学力、学習状況調査等の結果を踏まえ、新たな課題や改
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善点等について全校体制による分析を進め、学ぶ意欲の向上や学習習

慣の定着に向けた学習指導の推進に努めてまいります。また、小中学

校において、外国語指導助手による効果的な英語教育を実施するとと

もに、幼稚園からの外国語活動の促進と子どもたちの学習意欲の一層

の喚起に努めてまいります。健康でたくましい体をつくるためには、

体力向上と健康教育の充実が不可欠であり、そのため、全学年全種目

による新体力テストの実施と経年比較の実施の実現に向けた取り組み

を進めてまいります。児童生徒の指導等につきましては、いじめや不

登校の問題などは依然として後を絶たない現状にありますが、本村に

おいては、いじめ未然防止、早期発見、早期対応などいじめの根絶を

目指し、行政、学校、地域住民、家庭その他関係者の連携の下、いじ

め問題を克服するため、更別村いじめ防止基本方針を昨年 12月に策定

したところであります。教育上の特別な配慮が必要な児童に対して、

小学校に特別支援教育支援員を配置し、教育的ニーズに応じた校内体

制と指導方法の改善に継続して努めてまいります。健康管理について

は、学校保健安全法に基づく、学校薬剤師を今年度から配置し、学校

の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言をいただいて

まいります。第２点は、教職員の研修活動等の推進についてでありま

す。学校教育においては、指導する立場にある教職員の個々の実践的

指導力の向上が求められておりますので、中札内村と共同で設置して

おります指導主事によります校内研修の充実を図るとともに、自己研

鑽のため十勝教育研修センター等の各種研修事業や研究大会等への積

極的な参加を支援し、教職員の資質の向上に努めてまいります。第３

点は、幼児教育の推進についてであります。人間形成の基礎を培う幼

児期は、遊びなど自然な生活の流れの中で直接的、具体的な体験を通

して、生きていく力の基礎となる心情・意欲・態度等を育成していく

ことが重要です。幼稚園教育要領に基づく幼稚園教育を推進し、家庭

や地域との連携を深めて、義務教育へ円滑に移行できるよう保育内容

の充実に努めてまいりますとともに、延長保育や特別保育等の子育て

支援方策を継続してまいります。満３歳到達後の学期始めの入園につ

きましても、今年度も継続してまいります。また、子ども・子育て関

連法によります、新しい子ども・子育て支援制度を含む村の子ども・

子育て支援体制について、村長部局や関係機関と連携の上、村におけ

る幼児教育、保育の望ましい方向を具体的に検討していくとともに、

幼稚園授業料の軽減に取り組んでまいります。また、老朽化が著しい

上更別幼稚園の改築については、認定こども園を視野に、上更別地域

の活性化と子育て環境充実のために、地域の皆さんのご意見を聞きな

がらとり進めてまいります。第４点は、学校給食の推進についてであ

ります。学校給食は、学校教育の一環として位置づけられており、子

どもたちが将来にわたって健康に生活していくための正しい食習慣や
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自己管理能力を身につける場となっています。食材は安全、安心に十

分な注意を払って調達するとともに、栄養バランスや時代の変化によ

る食べ残し、偏食にも配慮し、給食モニターや教職員の意見も参考と

して、献立を工夫したおいしい給食の提供に努めます。食に関する知

識と健全な食生活を実践することができるよう、各学校と連携して、

栄養教諭による食育指導の充実を図ってまいりますとともに、地産地

消による新鮮で安全、安心な地元食材を利用したふるさと給食を行い、

その経費の助成を継続いたします。また給食費につきましても、保護

者負担軽減助成を継続して実施してまいります。第５点は、更別農業

高等学校に対する支援についてであります。更別農業高等学校につき

ましては、冒頭申し上げました農業クラブ全国大会の輝かしい実績を

はじめ、食料基地十勝の農業を支える担い手を育成し、地域に有為な

人材を数多く輩出しております。本村との連携、協力の実績も大きく、

南十勝の農業においても極めて重要な財産であり、継続して教育振興

の支援を行います。さらに、少子化による中学校卒業生の数が減少し

ていることから、生徒の通学環境を整備して、学校の魅力の増大を図

ることで生徒数の確保を図ることを目的に、通学費用等の支援を拡大

して行うこととしております。また、懸案でありました校舎等施設改

修につきましては、平成 26年度から２か年で大規模改造事業が実施さ

れております。しかし地域産業を支える人材の育成と、高等教育の充

実に対する要望はますます高まりつつあることから、今後もより一層

の充実が図られるよう、備品整備などの要請活動を支援してまいりま

す。第６点は、子どもの安全と子育て支援についてであります。安全

教育につきましては、交通安全や防災のための指導、訓練を計画的に

実施するとともに、不審者や登下校時の総合的な安全対策につきまし

ても、教育委員会配置の防犯パトロール車の運行や、子ども 110 番の

家の周知、さらにボランティアによるスクールガードなど、関係機関

と連携の上、協力体制を強化してまいります。また子育て支援の一環

として、子どもたちの健やかな成長を支援するとともに、子育てに要

する保護者の経済的負担を軽減するための、小中学校入学祝金の贈呈

を継続してまいります。平成 27年度の学校教育関係の主な事業として

は、指導主事共同設置事業、特別支援教育支援員の配置、上更別小学

校改修事業として既存鉄棒撤去、新設、更別中央中学校改修事業とし

て電灯用変圧器取替工事、床補修等、更別幼稚園改修事業として屋外

木製遊具塗装修繕、上更別幼稚園改修事業として園舎建設基本設計、

非構造部材点検委託として対象校として小学校、中学校、それから幼

稚園、小学校、中学校を対象といたしました遊具点検委託、学校給食

センター管理備品購入として器具殺菌庫等、ふるさと給食助成事業、

更別農業高校教育振興事業として振興会助成、海外実習、生徒の確保、

外国語指導推進事業として外国語指導助手ＡＬＴの採用、小中学校入
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学祝金支給事業でございます。 

 次に、生涯学習、社会教育の推進についてであります。これまでも

生涯学習推進の観点から、村民の皆さんの自主的な活動を目指して社

会教育事業を推進してまいりましたが、その成果として、関係団体の

活発な活動や、文化やスポーツ活動において多くの実績が残されてい

るとともに、活動のすそ野を広げております。今後も村民の皆さんが

生涯にわたり学び、学習の活動を続けていくことができる生涯学習社

会の定着が求められており、これまで進められてきた社会教育事業を

さらに推進してまいりますとともに、平成 28年度以降の第８次更別村

社会教育中期計画の策定に取り組みます。第１点は、生涯の各期にお

ける社会教育行政の充実と学習支援環境の整備についてであります。

少年教育を取り巻く社会環境は年々複雑多様化しており、豊かな人間

性を育むなど、子どもたちの心身を健全に育成することは社会全体で

取り組まなければならない重要なことであります。関係団体との連絡

を密にし、成長過程に応じた健全育成に努めてまいります。団体また

は個人が行う新たな事業の取り組みや地域活動に対して、こども夢基

金事業として助成するとともに、基金の有効活用に努めてまいります。

小学校４年生から６年生までを対象とした通学合宿を引き続き実施

し、子どもの社会性創造と問題解決能力の育成に取り組んでまいりま

す。宮城県東松島市と続けております、どんぐり子ども交流事業は、

25 年目を迎えます。本年度は、東松島市への訪問が予定されており、

両市村の子ども交流を深めてまいります。成人教育については、関係

団体による活発な活動が続けられておりますが、活力ある村づくりの

ためにも引き続き青年団体等の活動支援を行っていくとともに、高齢

者のための末広学級を継続して開設する等、団体並びにサークル活動

の育成支援に努めてまいります。また、村民の自主的な学習活動を支

援するため、各種講座を開設するとともに、各種研修会の情報提供な

どに努め、学習環境の支援、充実を図り、多くの皆様が参加できるよ

う努めてまいります。第２点は、文化、スポーツ活動の振興でありま

す。本村の文化活動は、各種のサークル活動のほか、郷土芸能活動も

活発に行われております。今後も村民にとって潤いのある生活を推進

するため、これらの各文化団体による活動の支援を続けてまいります。

また、文化協会などの団体の各種活動や、総合文化祭並びに総合誌さ

らべつの発刊を支援する等、村民の文化的活動の発表の場を確保して

いくとともに、教育委員会事業であります、ときめき夢民塾での文化

講座を開設することで、新たなサークル活動の誕生を促すなど、文化

活動の育成助長を図ってまいります。図書室の運営につきましては、

村民誰もが気軽に利用できる憩いの場としての役割を果たすよう、蔵

書の適正な管理と利用者の利便性の向上に努めてまいります。北海道

天然記念物ヤチカンバについて、引き続き関係機関と連携を図りなが
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ら文化財保護に努めてまいります。スポーツ活動においても、各スポ

ーツ協会の活動は活発で、行政区対抗など村内大会の主催も積極的に

行われ、村民のスポーツ振興に大いに貢献しております。また、スポ

ーツ少年団についても、保護者をはじめ学校や地域の深い理解のもと

に、熱心な指導による活発な活動が行われ、子どもたちの心身の健全

な発達に貢献しております。今後とも、各種スポーツ団体の自主的な

活動支援に努めるとともに、村民が日常気軽に健康づくりや体力づく

り、スポーツに親しめるよう、関係団体の協力を得ながら生涯スポー

ツの振興に努めてまいります。また、各施設につきましても、村民が

気軽に利用できるよう、適切な維持管理に努めてまいります。平成 27

年度の社会教育関係の主な事業としては、上更別運動広場、農村公園

に係ります遊具点検委託、こども夢基金事業助成、文化振興公演等助

成、でございます。 

 以上、教育行政の基本的な考え方を申し上げまして、村議会議員各

位並びに村民の皆様の一層のご指導とご協力をお願い申し上げまし

て、教育行政執行方針といたします。 

議   長  はい、これで村長からの村政執行方針、教育長からの教育行政執行

方針についての説明を終わります。 

  この際、暫時休憩をいたします。          

 11時 20分まで休憩といたします。         （11時 05分） 

議   長 はい、議事を再開をいたします           （11時 20分） 

 日程第７、報告第１号、平成 26年度一般会計繰越明許費の件を議題

といたします。 

 報告の説明を求めます。 

  西山村長 

村   長 報告第１号、平成 26年度一般会計繰越明許費の件でございます。地

方自治法第 213条の規定により、平成 26年度歳出予算の経費を翌年度

に繰越をした件について、地方自治法施行令第 146条第２項に基づき、

別紙のとおり繰越計算書を調製したので報告するものです。次ページ

をご覧下さい。次ページが計算書でございます。事業名につきまして

は、景観保全対策事業から始まりまして７つの事業となっております。

金額は、合計欄で申し上げますが 112,456 千円で、翌年度繰越金額も

同額となってございます。左の財源内訳でありますが、すでに収入と

なってございます特定財源につきましては０円、未収入特定財源につ

きましては、国庫支出金が 34,004千円、道支出金が 2,250千円、村債

は 49,500 千円、一般財源は 26,702 千円となってございます。個々に

繰越明許費の事業を報告させていただきます。款２総務費、項１総務

管理費、事業名、景観保全対策事業、金額 6,254千円、翌年度繰越額、

同額。財源内容についてはですね、内訳についてはお目通しをお願い

したいというふうに思います。款２総務費、項１総務管理費、事業名、
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市街地活性化事業臨時分 12,096千円、翌年度繰越額、同額でございま

す。款２総務費、項１総務管理費、地方版総合戦略事業 3,000 千円で

す。翌年繰越額、同額でございます。款５労働費、項１労働費、事業

名、雇用対策事業、金額 10,080千円、翌年度繰越金額も同額でござい

ます。款７商工費、項１商工費、事業名、商工業活性化事業 12,250千

円です。翌年度繰越額も同額となってございます。款８土木費、項３

住宅費、事業名、賃貸住宅建設促進事業、金額 19,200千円、翌年度繰

越額も同額でございます。款９消防費、項１消防費、事業名、南十勝

消防事務組合補助金等、金額 49,576千円でございます。翌年度繰越額

は同額でございます。先程もお願い申し上げましたが、財源内訳につ

いては、お目通し願います。以上、報告をさせていただきます。ご審

議の方、よろしくお願いいたします。 

議   長 はい、説明が終わりましたので、これからこの報告に対する質疑を

行います。 

 質疑の発言を許します。 

  ７番 本多さん 

７番本多議員 ８番目の賃貸住宅建設促進事業ですけども、この事業につきまして

ですね、入札にあたりまして業者に対して需要に見合った供給をお願

いしているのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。た

とえば、世帯向け住宅とか、単身住宅とか、その辺についてですけど。 

議   長   佐藤建設水道課長 

建設水道課長 今回につきましてはですね、単身者用の１ＬＤＫが不足ということ

で、１ＬＤＫを４戸、最低まあ２戸以上、ちょっと入れていただきた

いということの条件をつけさせていただきまして、今回１回目につい

ては、させていただいたというところでございます。あと残りについ

ては、今後また改めて募集をかけるということでございます。 

議   長   ７番 本多さん 

７番本多議員 就職してもですね、単身住宅がないということで、通いでなきゃ出

来ないと、公営住宅につきましては世帯向け、基本的には単身者は入

れませんので、個人向けの、単身住宅が欲しいという方が結構おられ

るということなので、その辺を考慮した中でこの建設にあたってはお

願いしたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

議   長   佐藤建設水道課長 

建設水道課長 今後もまた、その辺を踏まえまして、募集をしていきたいと思いま

す。 

議   長 よろしいですか。本多さん。 

７番本多議員 はい。 

議   長 他に質疑を求めます。 

（ありませんの声あり） 
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議   長 質疑がないと認めます。 

これで質疑を終了し、報告済といたします。 

議   長 日程第８、議案第 34号、更別村公平委員会委員の選任につき同意を

求める件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 34号、更別村公平委員会委員の選任につき同意を求める件で

ございます。更別村公平委員会委員に、次の者を選任したいので、地

方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。同意をお願いする方は、更別村字更別西４線 20番地７、

田中里子さん、昭和 30年２月 14日生まれでございます。平成 19年７

月 28日より公平委員をお願いしてございますが、再任をお願いするも

のであります。よろしくお願い申し上げます。 

議   長  質疑の発言を許します｡ 

 ありませんか。 

 （ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑を終わります｡ 

 本案は、人事案件でありますので、討論を省略をいたします。 

 おはかりをいたします。 

ただいま議題となっております議案第 34号、更別村公平委員会委員

の選任につき同意を求める件は、これに同意することにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、議案第 34号、更別村公平委員会委員の選任につき同意

を求める件は、これに同意することに決定をいたしました｡ 

議   長 日程第９、議案第 35号、同じく更別村公平委員会委員の選任につき

同意を求める件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 35号、更別村公平委員会委員の選任につき同意を求める件で

ございます。更別村公平委員会委員に、次の者を選任したいので、地

方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。同意をお願いする方は、更別村字更別南１線 91番地 85、

石村和也さんです。昭和 38年７月 20日生まれでございます。平成 23

年７月 28日より公平委員をお願いしてございますが、今回再任をお願

いするものであります。よろしくお願い申し上げます。 

議    長  説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います。 

 質疑の発言を許します。 

（ありませんの声あり） 
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議   長 これで質疑を終わります｡ 

 本案は、人事案件でありますので、討論を省略いたします。 

 おはかりいたします。 

ただいま議題となっております議案第 35号、更別村公平委員会委員

の選任につき同意を求める件は、これに同意することにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 

 

 

 異議なしと認めます｡ 

 したがって、議案第 35号、更別村公平委員会委員の選任につき同意

を求める件は、これに同意することに決定をしました｡ 

議   長 日程第 10、議案第 36号、同じく更別村公平委員会委員の選任につき

同意を求める件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長  議案第 36号、更別村公平委員会委員の選任につき同意を求める件で

ございます。更別村公平委員会委員に、次の者を選任したいので、地

方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。同意をお願いする方は、更別村字更別南１線 91番地 73、

神成哲也さんです。昭和 45 年５月５日生まれでございます。平成 21

年６月 16日より委員をお願いしてございますが、今回再任をお願いす

るものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

議   長  説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います。 

 質疑の発言を許します。 

（ありませんの声あり） 

議   長  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 本案は、人事案件でありますので、討論を省略いたします。 

 おはかりいたします。 

ただいま議題となっております議案第 36号、更別村公平委員会委員

の選任につき同意を求める件は、これに同意することにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、議案第 36号、更別村公平委員会委員の選任につき同意

を求める件は、これに同意することに決定をいたしました｡ 

議   長 日程第 11、議案第 37号、更別村固定資産評価審査委員の選任につき

同意を求める件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 



 21 

村   長  議案第 37号、更別村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求める件であります。更別村固定資産評価審査委員会委員に、次の

ものを選任したいので、地方税法第 423 条第３項の規定により、議会

の同意を求めるものです。同意をお願いする方は、更別村字更別 192

番地５、林芳博さんです。昭和 39年４月 13日生まれです。平成 18年

８月から委員を努めていただきました渡典夫さまの後任の委員として

お願いするものであります。任期は平成 27年６月９日より３年間お願

いするということにしてございます。ご同意方、よろしくお願い申し

上げます。 

議   長  説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います。 

 質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

本案は人事案件でありますので、討論を省略いたします。 

 おはかりをいたします。 

ただ今議題となっております、議案第 37号、更別村固定資産評価審

査委員の選任につき同意を求める件は、これに同意することにご異議

ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 はい、異議なしと認めます。 

したがって、議案第 37号、更別村固定資産評価審査委員の選任につ

き同意を求める件は、これに同意することに決定をいたしました｡ 

議   長 日程第 12、議案第 38号、夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改

正する条例制定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 38号、夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。夢大地さらべつ推進委員会条例（平成 11年更

別村条例第 14号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するもの

でございます。１の理由といたしまして、まち・ひと・しごと創生に

係る、地方人口ビジョン並びに地方版総合戦略の策定に際し、広く村

民の意見を反映し、戦略の実施にあたっては達成度等の検証が必要で

あることから、夢大地さらべつ推進委員会においてこれらの審議等に

対応するため、この条例を制定しようとするものであります。２の要

旨でございますが、（1）関連計画に対しても対応を可能とするものと

し、（2）委員の人数を 15 名以内から 17 名以内に改めるものです。次

ページは、改正条例の本文でございますが、改正箇所につきまして、

現行、改正後の対比表で説明をさせていただきます。次ページをご覧

ください。夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改正する条例。夢



 22 

大地さらべつ推進委員会条例の一部を次のように改正する。第１条は

設置でございます。更別村の総合計画に広く村民の意見を反映し、村

民参加による村づくりを進めるため、地方自治法第 138 条の４第３項

の規定に基づき、夢大地さらべつ推進委員会を置く、という現行の条

文に、更別村の総合計画以降、下線部の文面を追加するものです。下

線部の文面は、及び関連計画、この文面を追加するものであります。

第２条は、所掌事項でございます。現行、委員会は、村長の諮問に応

じ、更別村総合計画の策定とその実施に関し、必要な調査及び審議を

行う、とありますが、第２条の更別村総合計画の文章の後に、下線部、

文面として、及び関連計画、の文面を追加するものであります。第３

条は、組織でございます。現行、委員会は、委員 15人以内で組織する

とありますが、委員 15 名を 17 名に変更するものであります。その第

３条の（2）学識経験者７人以内、これをですね、７人から９人に変更

するものです。附則としまして、この条例は、公布の日から施行する

ものです。以上、提案説明とさせていただきます。ご審議の方をよろ

しくお願い申し上げます。 

議   長 はい、説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行い

ます｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

  ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 今の説明の中でですね、確認をしたいことが１つありまして、質問

させていただきます。はじめに改正後の関連計画というふうにありま

すが、ここは説明がありました地方人口ビジョン並びに地方版総合戦

略、この２つに限るということでよろしいでしょうか。 

議   長   髙橋企画政策課長 

企画政策課長 はい、こちらの方のですね、関連計画につきましては、現在のとこ

ろ地方人口ビジョン並びに地方版総合戦略を想定しているところでご

ざいます。 

議   長    ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 総合計画とですね、ここにあります地方人口ビジョン並びに地方版

総合戦略、それぞれが独自性を持つものと私はちょっと理解している

ところですが、ここで同じ、何ていうんですか、推進委員の皆様が同

時並行的に進むこととして考えているんでしょうか。 

議   長   髙橋企画政策課長 

企画政策課長 村の総合計画はですね、村の根本的な、基本的な計画ということで

整備しているわけなんです、策定されているわけなんですけれど、そ

れに付随したですね、特にこの地方人口ビジョンにつきましては、将

来の人口の推計並びに目標について定めるものでございますし、地方

版総合戦略につきましては、この人口減少対策などに対して、５か年

について集中して取り組むのでございまして、総合計画の内容に付随
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するものというふうな考えで、関連計画というふうなかたちで捉えて

いるところでございます。 

   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 質問ですので、特にですね、地方人口ビジョンの策定にあたっては

ですね、かなりこう、何ていうんですか、科学的な要素が秘められて

いる気がするんです。それと併せてかなり長期的なものの捉え方、と

いうふうに私は理解しています。また地方版総合戦略につきましては、

確かに総合計画とはかなりリンクすることがございます。ですから当

然横並び的な発想もわかります。が、これを同じ人間が、場所を変え

るのか、ちょっと会議を変えるのかちょっとわかりませんけれど、そ

の辺の進め方についてですね、もう少し詳しく説明して下さい。 

議   長   森副村長 

副 村 長  ただ今のですね、村瀨議員のご質問でございますけれども、確かに

夢大地さらべつにつきましては、総合戦略の計画を練るという中で、

組織をされております。今回、地方人口ビジョンそれから地方版総合

戦略の策定をするにあたりまして、今年度この計画をですね、策定を

しなければならない、ということもあります。後ほどですね、予算の

方にも絡みますけれども、ここで学識経験者２名もですね、追加した

ということはですね、それなりの知識をもった方に入っていただいて、

この２つのですね、ビジョンと総合戦略をですね、練っていただきた

いとの思いがあってですね、今回提案をさせていただいたわけでござ

います。以上でございます。 

議   長 ほか、関連があれば。 

  １番 安村さん 

１番安村議員 関連してご質問させていただきたいと思います。今のご説明のあり

ました学経枠の２名の増員という形でございますけども、基本的には

改正前のこの委員の構成をみますと、（１）が公益代表が４名以内、そ

れで（２）が学経が７名以内、（３）が公募による委員が４名以内とい

う形になってる中でですね、もう少しあの、９名にしたのの２名の学

経の関係の内容について、もう少し具体的に、どういう趣旨なのかを

含めてご説明いただければというふうに思います。 

議   長   髙橋企画政策課長   

企画政策課長 こちらの学識経験者の方７人以内のところを、９人以内というふう

にしたところでございます。２名増加しているわけなんですけれど、

こちらの方はですね、このまち・ひと・しごと創生の関係でですね、

こういう審議機関の設定にあたってですね、先ほど村政執行方針の中

でもありましたが、この設定にあたっては、産官学金労言というふう

なことを言われているんですけれど、そのような分野の方々の参画と

いうのを言われております。現在参画していただいている中では、産

業関係、官といわれる公共の部分、学、学校の部分等の参画をいただ



 24 

いているわけなんですけれど、あと労働関係も組合等参加いただいて

るわけなんですけれど、金と、産官学金労言というふうになってるん

ですが、金融機関、あと言というマスコミ関係ですか、こういった部

分について、参画も言われているところでございまして、そちらの方、

金融関係及び言のマスコミ関係の方のですね、参画について対応でき

るように、２名の追加というふうに考えているところでございます。

以上でございます。 

議   長   １番 安村議員 

１番安村議員 重ねて確認をいたしますけれども、今の産学官も含めて、金融、マ

スコミ関係というご提案でございますけれども、本村の企業体を見る

とですね、どうしても金融関係、マスコミ関係という部分の提案の仕

方が少し乱暴なような気がするんですけれども、その点の抑え方とで

すね、それらに対する具体的な方針案について、意見を求めたいとい

うふうに思います。 

議   長   髙橋政策企画課長 

政策企画課長 今、申し上げました金融機関並びにマスコミ関係なんですが、議員

が仰るとおりにですね、村内の方においては、こういう部分は設置が

ないところなんですが、こちらの方についてはですね、今後近く、地

元十勝にあるですね、金融機関もしくはマスコミ等とですね、協議を

させていただいて、そちらの方からも参画をいただけるように取り進

めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上で

す。 

議   長   １番 安村議員 

１番安村議員 度々、しつこくて申し訳ないです。ここの今の説明に基づく解釈を

いたしますと、設置目的の第１条に関わる部分の説明と、どうしても

合致しないという解釈にならざるを得ないという判断でございます。

村民の意見を反映するという中でですね、そこまで拡大してという部

分で、負託に応えれるのかどうかという部分の疑問が、どうしてもつ

きまとうわけでございます。まして、村づくりの推進のためという大

義名分を謳いながらですね、そのような発想でという部分に、少し理

解に苦しむところでございますけれども、もう少し明確な回答をお願

いしたいというふうに思います。 

議   長   森副村長 

副 村 長 確かにですね、安村議員の仰られるとおり、この第１条に基づきま

すとですね、村づくりのためにですね、村民の参画を促すという形に

なってございます。今、企画政策課長からお話がありましたけれども、

確かに、更別村の中にはですね、金融それからマスコミ関係の機関は

ございません。そういうわけでございますので、どういう方々をです

ね、人選するかというのはですね、金融機関がないわけですから、そ

れに近い方といったらおかしいんでしょうかね、金融に詳しい方など
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をですね、人選をしながらですね、この推進委員会の中にですね、参

画をしていただいてですね、そしてこの２つの人口ビジョンとそれか

ら総合戦略等についてもですね、いろんな意見についてですね、いた

だいて策定していきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

議   長   １番 安村議員 

１番安村議員 私が今ご質問させていただいている危惧はですね、あくまでも今、

冒頭で村瀨議員も、冒頭でご質問させていただいているように、村の

総合計画に関する委員の選出であってですね、どちらかと言うと公募

と学経と一般公募という中で、いかなる部分も含めてですね、村内の

多くの意見を集約しようという趣旨で設定されたのであり、このよう

な形の人口ビジョンだとかそういうものに関わる、いわゆる私の考え

方としてはですね、二重の部分の計画案に対しての立案をしてくると

いうのは、極めて困難ではないかという判断も成り立つのではないか

という趣旨がありまして、ご意見を申し上げているところでありまし

て、その点の捉え方、本当に整合性を図ってですね、この夢大地さら

べつの推進員が補えるか、補えるかというか付託に応えられるかどう

か、という疑問点がどうもつきまとうんですけれども、その点の考え

方があればお願いを申し上げたいというふうに思います。 

議   長   西山村長 

村   長 安村議員さんの仰ることもですね、村瀨議員さんの仰ることもね、

もっともだというふうに思います。従来ですね、夢大地のですね、い

ろいろなですね、会合の内容等がですね、いわゆるですね、決定した

ものに対しておはかりするというような形でですね、成されてきたと

いうようなことでですね、行政主導であった部分がですね、これ啀み

えない部分でもあったんではないかというふうに反省をしておりま

す。したがってですね、村民の皆さんからですね、たくさんの意見を

吸い上げるということに関しましてはですね、月並みですけれどもア

ンケートとかですね、私が従前お話してきましたけれども、いろんな

場面でですね、この夢大地は集約されますけれども、アンケートとか

ですね、いろいろな世代との人たちとのですね、そういうビジョンと

かいろいろに係る部分についてですね、懇談等を進めながら、集約は

ここに図っていきたいなというふうなことを考えています。中身につ

いてはですね、この提案についてどうだっていう話ではなくてですね、

最初からですね、職員もですね、いろんな人、このふるさと創生に関

わってはですね、アンケートをとっております。非常にいい意見も集

約されていますけれども、その部分も含めてですね、ゼロからですね、

議題に載せていきたいなというふうなことを考えています。ただ、こ

の間ですね、総合計画、いろいろな点でですね、関わってきた部分に
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ついてはですね、これからもですね、総合戦略とかですね、次期総合

計画の策定もありますけれども、継続線上のものとして考えなければ

いけないという点もありますので、よく委員もですね、吟味、吟味っ

ていったら申し訳ないですけれども、よくですね、考えながらですね、

検討していきたいですし、広くですね、村民の皆様の意見を集約する

という部分についてもですね、しっかりと行っていきながら、夢大地

の部分でですね、集約をしながら、そして皆さんにおはかりをしなが

ら進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

議   長   ６番 村瀨議員 

６番村瀨議員 夢大地は総合計画ですから、条例化の中でね、図っていくと。ただ

地方人口ビジョン、地方版総合戦略、これを条例化にする必要があっ

たのか、っていうことをちょっとまず聞きたい。お願いいたします。 

議   長    髙橋企画政策課長 

企画政策課長 今回の人口ビジョン並びに地方版総合戦略の策定につきましては、

今お話しているようにですね、今後の人口減少に対する非常に重要な

計画案というふうに認識しているところでございます。こちらの方を

ご審議いただく中でですね、委員となられる方についてはですね、し

っかり報酬等をお支払いしてですね、審議をいただきたいというふう

なこともございましたので、こういう条例による設置というふうな形

を考え、現行の夢大地さらべつ推進委員会の条例の中での改正で対応

するというふうに考えたところでございます。以上でございます。 

議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 いずれにしてもですね、かなりあの、ハードな作業だというふうに

認識しております。それとやはりそれぞれの目的が違うということも

あると思います。その中で、同じ人間がやっていくということについ

て、十分にですね、検討されていただきたいところもあるんですが、

ここもちょっと大きく違うのは何かなっていうふうに思ったところ

は、評価っていうんですか、ここに何て言うんですか、なんだったけ

な、数値目標を設定するというようなことね、かなりここも厳しいな、

厳しくなるような内容が含まれているんです。それでまた、まさに人

づくり、人の流れ、結婚、出産、子育て、まちづくりと、これ総合計

画じゃないかなと思うけど、実はやっぱり総合計画とは全く違うって

いうことは認識だとは思いますけれど、いずれにしてもここのとこも

併せて同じ人間がやってくことについて、十分乗り越える予想の下で

提案されたと思うんですけれど、いかがなんですか。 

議   長   髙橋企画政策課長 

企画政策課長 今回の総合戦略につきましては、今お話がありましたようにですね、

指標などを設定して取り組む、また実施していくにあたってですね、

その進捗状況、達成度等の検証が必要というふうにしているところで

ございます。今回の総合戦略の策定におきましては、そういった部分
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の設定もあるんですが、先ほどの繰越明許関係でもございましたけれ

ど、地方版総合戦略の策定事業の関係で、こちらの方の委託も出して

るわけなんですけれど、こちらの方でですね、そういう基本的な目標

値だとかそういった部分についての資料づくり等につきましては、し

っかりさせていただいてですね、そちらの方について、委員さんには

ご承認、なおかつ達成度等の検証につきましてはそれぞれですね、Ｐ

ＤＣＳサイクル、今現時点でもう総合計画の中では進めているところ

なんですけれど、こちらの方とですね、併せて指標に対しての評価を

していただくようなことで考えているところでございます。以上でご

ざいます。 

議   長   西山村長 

村   長 数値目標等についてですね、総合戦略の方はですね、今管内でも各

市町村、10 月目処にっていうふうなことを言われてますし、本村でも

その、正直申しますと 10月までに体制を作らなければいけません。そ

れはですね、いわゆる地方創生のですね、交付金の問題とかですね、

道の幹部とですね、お話をした段階ではですね、やはり各町村がです

ね、市町村が作る総合戦略の内容如何によって交付税が決まってくる

んではないかっていうような危惧もされています。やる気のある自治

体にはお金を出すと、そうでないところには出さないと、乱暴な言い

方をすればそうなわけですけれども、その部分を何で評価するのかと

言えばですね、総合戦略とですね、その中に記述されている数値目標

等であるわけですね。だからその部分はしっかりとですね、やっぱり

ちょっと時間がないんですけれども、総合戦略に関してはですね、そ

の部分でですね、しっかりと作っていかなければならないし、またこ

れをですね、村民の皆さんに提示していかなければならないというふ

うに考えております。 

議   長 他に、この件について質疑はございませんか。 

  ３番 髙木さん 

３番髙木議員 今、両議員からも様々なご質問もあり、企画課長、副長、村長から

も様々な説明をいただきました。この改正に伴う部分については、多

分実施にあたっての検証がどうしても必要なので、それを行うために

は、関連としてこの委員会でやってほしいという部分が主な部分だと

は思うんですが、今村長がお話したように、10 月までに総合戦略は策

定しなければならない、今期、第６期の総合計画も策定しなければな

らない。この中で、この時間の中で、この１委員会だけで十分時間が

間に合うのかということだと思うんですよね。来年度の地方創生の予

算をもらうのに、住民から意見を聞いて積み上げてやっていくのに、

総合計画とともに関係するものについては両方検討しますよ、という

部分については、これは絶対無理があると思います。そういう部分を

含めて、実施にあたっての検証にあたっては、関連する部分でこの委
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員会で検討するのも、それは十分だと思いますが、策定に向けてはや

っぱりある程度きっちりとした部分で分けて進めなければ、総合計画

については各課がある程度の基本の部分を作り上げて提案するわけで

すから、これは役場の職員の方々、十分やっていただけて、それに係

る意見を住民から聞くと、これで十分だと思ってます。ただ、総合戦

略については１から立ち上げていくわけですから、これを両方一緒に

という部分では、もう 10月はとてもじゃないですけれど間に合いませ

んよ。だからそのへんも含めて、策定については、やっぱりある程度

検討してもらった方がいいと思うんですよ。そのへんどう考えるか、

ご意見聞きたいです。 

議   長   森副村長 

副 村 長 総合計画とそれから人口ビジョン、それから総合戦略の策定であり

ますけれども、総合戦略は次年度、計画、28 年度からという形になろ

うかと思うんですけれども、先ほど説明ありましたように、まず先に

総合戦略の方を時間的な計画を見ればですね、総合戦略の方をまず先

にですね、検討しなきゃならないかなっていう気はしております。で

すから、そして総合戦略もですね、総合計画にもかなり密接には関係

してくると思いますので、そこら辺のスケジュールのあり方をですね、

事務局、内部で十分協議してですね、この委員さんたちとですね、つ

めながらですね、進めてまいりたいというふうに考えております。以

上です。 

５番上田議員 議長、動議。 

議   長   ５番 上田議員 

５番上田議員 議案第 38号、夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改正する条例

制定の件につきましては、さらなる慎重な審議が必要というふうに判

断されますので、総務厚生常任委員会に付託の上ですね、審議してい

ただきたいということで、議員各位、皆様のご賛同を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

議   長 賛成者は。 

（賛成の声あり） 

議   長 今、動議の発言が、５番上田議員からありました。 

ここで休憩をいたします。             （12時 04分） 

議   長 それでは、再開をさせていただきます。       （12時 06分） 

今、動議が提出されましたので、ただ今５番上田さんから、所管す

る常任委員会付託の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、

動議は成立をいたしました。 

したがって、本動議をただちに議題として採決をいたします。 

 おはかりをいたします。 

本動議のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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議   長 異議なしと認めます。 

したがいまして、所管をする常任委員会付託への動議は可決をされ

ました。 

 おはかりをいたします。 

議案第 38号、夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改正する条例

制定の件は、総務厚生常任委員会に付託の上、会期中の審査とするこ

とにいたしたいと思います。 

これにご意義ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第 38号、夢大地さらべつ推進委員会条例の一

部を改正する条例制定の件は、総務厚生常任委員会に付託の上、会期

中の審査とすることに決定をいたしました。以上です。 

議   長 ここで、昼食のため、午後１時 30分まで休憩をいたします。 

                         （12時 08分） 

議   長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        （13時 30分） 

 午前中の審議で、委員会に付託するべきことになりました、議案第

38 号、夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改正する条例制定の件

を審査するため、総務厚生常任委員会を開催しますので、午後２時 30

分まで休憩といたします。以上です。         （13時 31分） 

議   長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        （14時 39分） 

 休憩中に総務厚生常任委員長から、議案第 38号、夢大地さらべつ推

進委員会条例の一部を改正する条例制定の件の審査報告が提出をされ

ました。 

議案第 38号について、委員長に審査報告を求めます。 

  安村総務厚生常任委員長 

総務厚生常任委員長 それでは、議案第 38号、総務厚生常任委員会に付託されました部分

についてのご報告をさせていただきます。総務厚生常任委員会に付託

されました、議案第 38号について、副村長、担当課長の出席を求め、

委員会を開催し、審査を行いました。その結果について、ご報告申し

上げます。議案第 38号、夢大地さらべつ推進委員会条例の一部を改正

する条例制定の件は、慎重に審査した結果、当委員会は原案の通り可

決すべきものと決定いたしました。以上で、審査の報告といたします。 

議   長 委員長報告が終わりましたので、これから質疑を行います。 

議案第 38号について、委員長報告に対する質疑の発言を許します。 

（ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから、討論に入ります。 

委員長報告は可決であります。 
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これから、議案第 38号に対する討論を行います。 

討論の発言を許します。 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります。 

おはかりをいたします。 

議案第 38号に対する委員長報告は、可決であります。 

議案第 38号は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 38号は可決をされました。 

議   長 日程第 13、議案第 39号、更別村教育委員会教育長の給与、勤務時間

その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例制定の件を議題といた

します。 

提案理由の説明を求めます。 

  西山村長 

村   長 議案第 39号、更別村教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤

務条件に関する条例を廃止する条例制定の件でございます。更別村教

育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、昭

和 38年更別村条例第７号を廃止する条例を別紙のとおり制定するもの

です。理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律の規定により、教育委員会教育長が常勤特

別職となった際、新教育長が選任されるまで経過措置を設定していま

したが、平成 27年第１回更別村議会臨時会で新教育長が選任されたた

め、当該条例を廃止しようとするものであります。次ページをご覧く

ださい。更別村教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例を廃止する条例、更別村教育委員会教育長の給与、勤務

時間その他の勤務条件に関する条例は廃止する。附則、この条例は公

布の日から施行する。以上、提案説明とさせていただきます。ご審議

方、よろしくお願いいたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑を終わります｡ 

これから、本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します。 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります｡ 

これから議案第 39号、更別村教育委員会教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例を廃止する条例制定の件を採決いたしま
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す｡ 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長  日程第 14、議案第 40号、更別村教育委員会教育長の寒冷地手当の支

給の特例に関する条例を廃止する条例制定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 40号、更別村教育委員会教育長の寒冷地手当の支給の特例に

関する条例を廃止する条例制定の件でございます。更別村教育委員会

教育長の寒冷地手当の支給の特例に関する条例を廃止する条例を別紙

のとおり制定するものです。理由といたしまして、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の規定により、教育委

員会教育長が常勤特別職となった際、新教育長が選任されるまで経過

措置を設定していましたが、平成 27年第１回更別村議会臨時会で新教

育長が選任されたため、当該条例を廃止しようとするものです。次の

ページをご覧ください。更別村教育委員会教育長の寒冷地手当の支給

の特例に関する条例を廃止する条例、更別村教育委員会教育長の寒冷

地手当の支給の特例に関する条例は廃止する。附則、この条例は公布

の日から施行する。以上、提案説明とさせていただきます。ご審議を

よろしくお願いいたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑を終わります。 

 これから本案に対する討論を行います｡ 

 討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります｡ 

これから議案第 40号、更別村教育委員会教育長の寒冷地手当の支給

の特例に関する条例を廃止する条例制定の件を採決いたします｡ 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第 15、議案第 41号、更別村国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 
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村   長 議案第 41号、更別村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。更別村国民健康保険税条例、昭和 52年更別村条例

第 10号の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものです。１の

理由といたしまして、地方税法施行令の一部を改正する政令、平成 27

年政令第 161 号の施行に伴う関連条文の改正を行うため、この条例を

制定しようとするものであります。２の要旨といたしまして、（1）国

民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付

金課税額に係る課税限度額を引き上げるものです。（2）として国民健

康保険税の減額の基準について、５割減額及び２割減額の対象となる

所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を引き上げるもので

す。次ページは改正条文の本文でございますが、改正箇所について、

現行、改正後の対比表で説明させていただいております。また、本件

に関しまして、資料を提出してございます。資料に基づきまして説明

を加えさせていただきます。資料の議案第 41号です。内容につきまし

ては、宮永住民生活課長に説明いたさせますので、よろしくお願い申

し上げます。以上、提案申し上げ、ご審議のほどをよろしくお願いい

たします。 

議   長   宮永住民生活課長 

住民生活課長  それでは、補足説明をさせていただきます。今回の議案第 41号更別

村国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、本改正に

つきましては、先ほど理由にもありましたとおり、国民健康保健の被

保険者間の保険税負担の公平の確保および中低所得者層の保険税負担

の軽減を図るために、健康保険税条例の一部を改正しようとするもの

であります。課税額の引き上げにつきましては、議案第 41号の次の、

先ほど新旧対照表でございますが、対比表の１ページ第２条課税額並

びに減額基準の引き上げにつきましては、第 15条に書かれてる内容の

とおりとなります。それでは改正概要を、議案資料に基づいて説明を

させていただきます。一部議案資料をご覧いただきたいと思います。

課税限度額の引き上げにつきましては、国民健康保険税の基礎課税額

に係る課税限度額を現行 51万円を 52万円に、後期高齢者支援金課税

額に係る課税限度額を 16万円から 17万円に、介護納付金課税額に係

る課税限度額を 14万円から 16万円に、それぞれ引き上げるものでご

ざいます。このことによりまして、最高限度額が現行 81万円から 85

万円となりまして、4万円の引き上げとなります。続きまして、低所得

者に係る軽減措置の拡充につきましてでございます。これは５割軽減

において、軽減判定をするための基準額を算定する際の計算基礎額、

概要では２の５割、７割につきましては改正の変更がありませんので、

５割、２割というところになります。この５割軽減においては、軽減

判定をするための基準額を算定する際の計算基礎額が、現行 24万５千

円から 26万円となることで、１万５千円上がります。この上がったこ
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とによりまして、被保険者分がこれに掛ける数字が拡大となります。

続きまして、同じ考え方でありますが、２割軽減においては、計算基

礎額が、現行 45万円から 47万円となります。２万円掛ける被保険者

分が拡大の枠ということになります。なお、この条例案につきまして

は、５月の２日に開催しました更別村国民健康保険運営協議会に諮問

いたしまして、原案のとおり承認するとの答申をいただいております。

以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

   ５番 上田さん 

５番上田議員 ちょっと聞きたいんですけども、北海道にこの国民健康保険税がで

すね、北海道に移管されるっていうことなんですけども、その時期っ

ていうのは、一体いつからでしょうか。 

議   長 ここで答弁調整のため、休憩いたします。      （14時 55分） 

議   長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        （15時 03分） 

  安部保健福祉課長 

保健福祉課長 都道県への移管は、平成 30年の４月に予定されております。ただで

すね、法改正はなりましたけども、政令等の改正がまだ進んでおりま

せんので、まだ保険税ですか、更別村でいう保険税の額はですね、ま

だこれから広域の中で判断されて、課税額等も決まってくると思いま

すが、今のところまだ不明という状況でございます。以上です。 

議   長   ５番 上田さん 

５番上田議員 わかりました。平成 30年度からっていうことで、それはわかりまし

た。まずですね、更別村におきましてはですね、私の記憶ですと、医

療費が道内的にもかなり低いっていうようなことからですね、税も国

民健康保険税もですね、やっぱりあの、道内から見たら低いところに

ランクされているのではないのかなと、そんなふうに思っております。

それで、私の申し上げたいところはですね、今から３年後ですけども、

今から段階的にですね、そのどういうふうになってくるかはわかりま

せんけども、医療費が安いっていうことで、多分更別村村民の方はや

っぱりアップしていくんだろう、というふうなことが予測されること

からですね、そういったことも視野に、今回ではなくて、今後ですね、

この３年間の間にそういった政策を考えていっていただきたいな、そ

ういうことで、所得割、資産割、平等割、均等割含めてですね、検討

していただきたいということで、質問させていただきました。 

議   長    安部保健福祉課長 

保健福祉課長 まだですね、そのへん細かいところは出てきてませんが、皆様にで

すね、出て来次第、情報を開示しつつ、保険料の軽減等についてもで

すね、所得割、所得の限度額ですか、等も含めまして皆さんに情報開

示してですね、情報開示に努めたいと思いますのでよろしくお願いい
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たします。 

議   長 ほか、質疑ありませんか。 

（ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります｡ 

これから議案第 41号、更別村国民健康保険税条例の一部を改正する

条例制定の件を採決いたします｡ 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長  日程第 16、議案第 42号、更別村国民健康保険条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 42号、更別村国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。更別村国民健康保険条例、昭和 34 年更別村条

例第２号の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものです。 

１の理由としまして、国民健康保険法の一部を改正する法律、平成

24年法律第 28号の公布に伴い、この条例を改正しようとするもの

であります。２の要旨でございますが、第 10 条各号列記以外の部

分中、第 72条の４を第 72条の５に改めるものです。次ページをご

覧ください。次ページは改正条文の、条例の本文でございますが、

訂正箇所について、改正箇所について、現行、改正後の対比表で説

明申し上げます。更別村国民健康保険条例の一部を改正する条例、

更別村国民健康保険条例の一部を次のように改正する。第 10 条は

保健事業でございます。現行、村は国民健康保険法、昭和 33 年法

律第 192 号、以下、法という、下線部第 72 条の４に規定する特定

健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であっ

て、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う、と

いう文中でありますけれども、この下線部、第 72条の４を、第 72

条の５に改めるものであります。なお附則として、この条例は公布

の日から施行し、平成 27 年４月１日から適用するものです。これ

らは、国民健康保健法の改正に伴いまして、それまでですね、72

条の４で規定されていました項目がですね、72 条の５に移行され

たものであります。それに従う改正であります。以上、ご提案申し

上げます。ご審議の方、よろしくお願い申し上げます。 
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議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

 （原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります｡ 

 これから議案第 42号、更別村国民健康保険条例の一部を改正する

条例制定の件を採決いたします｡ 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長 

 

日程第 17、議案第 43号、更別村介護保険条例の一部を改正する条

例制定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 43号、更別村介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

でございます。更別村介護保険条例、平成 12年更別村条例第 14号

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものです。１の理由

といたしまして、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律、平成 26年法律第 83号

による介護保険法、平成９年法律第 123号、介護保険法施行令、平

成 10 年政令第 412 号及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する

政令、平成 10年政令第 413号の一部改正により、平成 27年４月か

ら公費を投入して低所得者の第１号保険料軽減強化を行うことと

されたことから、関係する条文の整理を行うため、この条例を制定

するものであります。２の要旨でございますが、第１号被保険者の

うち、介護保険法施行令、平成 10年政令第 412号、第 39条第 1項

第 1号に該当するもの（介護保険料の所得段階が第１段階に該当す

る者）にかかる平成 27年度から平成 29年度までの介護保険料率の

月額基準額に乗じる割合について、0.5から 0.05を減じた 0.45と

なるよう改正するものです。次ページは、改正条例の本文でござい

ますが、改正箇所について対比表でご説明申し上げます。更別村介

護保険条例の一部を改正する条例、更別村介護保険条例、平成 12

年条例第 14 号の一部を次のように改正する。第２条は保険料率で

ございます。現行、第２条略、２から４略、５略でありますが、２

から４、第２条の第５項に新たにですね、下線部分、第１項第１号
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に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成

27年度から平成 29年度までの各年度における保険料率は、同号の

規定にかかわらず、24,300 円とする、という文面をつけ加えるも

のです。附則として、１この条例は公布の日から施行します。経過

措置２としてですね、改正後の更別村介護保険条例第２条第５項の

規定は、平成 27年度分の保険料から適用し、平成 26年度以前の年

度分の保険料については適用しないものとするものです。以上、ご

提案申し上げます。ご審議方よろしくお願い申し上げます。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから議案第 43号、更別村介護保険条例の一部を改正する条例

制定の件を採決いたします｡ 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第 18、議案第 44号、更別村過疎地域自立促進市町村計画変更の

件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 44号、更別村過疎地域自立促進市町村計画変更の件でござい

ます。過疎地域自立促進特別措置法、平成 12 年法律第 15 号、第６条

第７項の規定により、更別村過疎地域自立促進市町村計画を別紙のと

おり変更するものです。理由でございますが、十勝環境複合事務組合

中島処理場の老朽化に伴う改修事業の実施に伴い、過疎地域自立促進

特別措置法に基づき、更別村過疎地域自立促進市町村計画を変更する

ものであります。本件に関しまして資料を提出してございます。資料

に基づきまして説明を加えさせていただきます。資料の方をよろしく

お願いいたします。更別村過疎地域自立促進市町村計画、新旧対照表

をご覧ください。現行（1）現況と問題点、途中略、し尿処理について

は、豊かな自然を守り、快適な生活環境と衛生的な生活を維持するた

めに、全村水洗化を目指し、更別、上更別市街地については、公共下

水道と農業集落排水事業による下水道の整備、その他の地域について
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は、個別排水整備事業による合併処理浄化槽の整備を進めているが、

経済的な理由等から水洗化がされていない世帯もあり、水洗化を促す

施策の検討と併せて、料金体系も含め、し尿の収集体制の見直しも必

要である、の後に改正案としてです、下線部、また本村のし尿処理は、

十勝管内 19市町村のし尿浄化処理を行う十勝環境複合事務組合中島処

理場で処理をしているが、当該施設の老朽化に伴い、その更新が求め

られている、の文面を追加するものです。続きまして、先ほどページ

数、申し訳ありませんでした。先程は 21ページの 12行目です。23ペ

ージの 16 行目にあります（2）その対策として、の部分ですが、①か

ら④の後に、下線部を付け加えるものです。し尿処理施設の整備、①

汚水処理施設の共同整備事業、の文面を付け加えるものです。続きま

して、24ページ（3）の計画の表の中で、現行では（2）から（4）の間

に何もございませんけれども、（3）として廃棄物処理施設し尿処理施

設、事業名のところにその文面を加え、事業内容に汚水処理施設共同

整備事業ならびに事業主体として一部事務組合、の文言をつけ加える

というものでございます。以上、ご提案申し上げます。ご審議方よろ

しくお願い申し上げます。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

  ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 今のし尿処理の施設の計画等について、わかるところまででよろし

いですけど、教えて下さい。 

議   長   髙橋企画政策課長 

企画政策課長 こちらの方はですね、理由の方に書いてございますが、中島処理場

の老朽化による対策ということになっております。平成 27年度におい

て行われる事業でございまして、帯広市と下水、流域下水が中心にな

ってですね、行う事業なんですが、この汚水処理場の共同整備事業に

ついて、各市町村で負担をするような形になってございます。事業期

間につきましては、平成 26年度から始まっておりますが、本工事につ

きましては、平成 28年から 29年の整備ということで聞いております。

詳細設計の負担金としての、今回、地方負担というふうな形になると

ころでございます。以上でございます。 

議   長 他、質疑ありませんか。 

よろしいですか。 

（ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 
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議   長 これで討論を終わります｡ 

これから議案第 44号、更別村過疎地域自立促進市町村計画変更の件

を採決いたします｡ 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第 19、議案第 45号、若葉団地公営住宅建替工事（建築主体工事）

工事請負契約締結の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 45号、若葉団地公営住宅建替工事（建築主体工事）工事請負

契約締結の件でございます。若葉団地公営住宅建替事業（建築主体工

事）を次のように締結しようとするものであります。１の工事名でご

ざいますが、若葉団地公営住宅建替事業（Ｂ・Ｈ棟）建築主体工事で

あります。２の工事場所ですが、更別村字更別南２線 96番地でありま

す。３の契約方法ですが、指名競争入札による落札であります。４の

契約金額ですが、99,360 千円であります。５の契約の相手方でありま

すが、萩原・山内経常建設共同企業体でございます。代表者、帯広市

東７条南８丁目２番地、萩原建設工業株式会社、代表取締役社長、萩

原一利。理由といたしまして、工事請負契約の締結について、更別村

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例、昭

和 39年更別村条例第７号第２条の規定により、議会の議決を求めるも

のです。本件に関しまして、資料を提出してございます。資料に基づ

きまして、少し説明を加えさせていただきます。資料の議案第 45号で

す。資料の方をよろしくお願いします。資料、議案第 45号、１の入札

日時につきましては、平成 27 年５月 26 日に行っております。２の指

名業者でございますが、記載の５共同企業体でございます。３の工事

内容につきましては、若葉団地公営住宅２棟７戸、建築工事でござい

ます。木造平屋建、延床面積 565.13㎡でございます。以下、ご参照い

ただきたいと思います。４の工期でございますが、契約締結の日から

平成 27年 11月 10日までとなってございます。以上、提案説明といた

します。ご審議の方をよろしくお願い申し上げます。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

  １番 安村さん 

１番安村議員 多少確認のご質問をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。まず、今回の指名入札という形の中で、５企業体という形でござ

いますけども、その根拠についての多少の説明をお願いしたいという

ことと、もう一点、住民がいつもこの入札関係、村のホームページ等
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を見て思っているところであるというふうに解釈はしてるんですけど

も、どうも入札率が高い。今回の場合については、住宅関係について

は 98.39％という入札率になっているということでございます。これら

の関連の機械、あるいは電気工事含めますと、総額税抜きでですね

125,300千円ということでですね、これの落札率は 97.54％という形に

なるということ、これあの、決して高い安いという論議ではなくて、

やはり７戸という入居者の受益者負担という部分も勘案した時に、こ

の費用対効果も含めて、どう捉えているのか、その点のご説明をお願

いしたいというふうに思います。 

議   長 答弁調整のため、午後３時 40分まで休憩いたします。（15時 27分） 

議   長 休憩前に引き続き、会議を開きます。       （15時 40分） 

  森副村長 

副 村 長  安村議員のですね、ご質問にお答えをしたいと思います。まず今回

の若葉団地公営住宅の建替事業、建築主体工事でありますけれども、 

この工事につきましてはですね、今回資料にありますように指名業者、

５社が手を挙げております。これについてはですね、この事業を行う

ということで、更別企業、更別の事業所さんを含んだですね、共同事

業体を組んでいただきたいということで、公募をしております。その

公募で手を挙げたこの５社が、指名業者という形になります。この中

で入札を行いまして、萩原・山内経常建設企業体が落としたというこ

とでございます。先ほど落札率が 98.39％ということで非常に高いんで

いかということでございますけれども、その入札の時々によってです

ね、やはり 95％も切るときもありますし、まあ様々な要因があろうか

というふうには思っております。それからですね、そういう建築単価

が高くなるとですね、建築費が高くなると、入居されている方々にで

すね、その負担分が増えるんではないかというご質問でありますけれ

ども、事業単価が入居者に転嫁されることは、基本的にはありません。

あくまでも、入居される方々の収入額によってですね、様々な形とな

っているところであります。今回、１億円近い工事でありますけれど

も、ご質問にはありませんでしたけれども、補助金としては３千万ほ

どの補助金が入っているようでございます。あ、５千万でした。すい

ません。失礼いたしました。余計なこと言わないですね、はい。一応、

安村議員のご質問に答えさせていただきましたけれども、何かもれた

ところがあれば、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 想定したとおりの回答で、全然つまらないんですけども、今ちょっ

と気になったのがですね、基本的に公営住宅の趣旨からすると、低所

得者という前提があるということで、家賃もある程度限定されるとい

うことは重々理解しているわけでございますけども、既に若葉団地、
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それなりに更新、住宅の更新があってということで、入居者が結構い

らっしゃるわけですけども、確かに転嫁しないって言いながらですね、

やはり今低所得者向けということで、具体的な賃金は別といたしまし

て、賃金単価は別として、やっぱり年々、５千円なり、１万円なり上

げてくっていう中で、非常に負担を感じているっていう現実があると

いうことだけは、決して入居者にすべて負担させてっていう理論だけ

ではなくて、やっぱりそれが足かせになってるっていう現状も踏まえ

た判断を、まずしていただきたいということが１点でございます。そ

れとですね、今回のこの、敢えてご質問させていただいた中の、私の

趣旨はですね、これだけ低所得者向けということで、今回の若葉団地

プラス 27年度の予算計上にしております曙団地の公営住宅の老朽化に

伴う設計費用、基本設計費用を計上しているっていう中でですね、ど

うしても低所得者向けっていう部分は理解できる部分はあるんですけ

ども、午前中の 26年度の予算の繰越の中で、本多副議長が申し上げた

とおり、じゃあ単身者の部分の住宅はどうするんだい、というもう１

つの課題、それと相まってですね、やはり今回も予算計上してます民

間誘導型のですね、住宅建設に関する助成金のあり方もそれなりに計

上しているわけでございまして、この三竦みの中のですね、上手いや

り方をしていかないと、基本的に私は金額だけを言ってるわけではな

くて、やはり維持管理は村がしなきゃなんないっていう部分は、これ

は当然顛末としてついてくるわけでございまして、それを考えるとで

すね、もう少しやはり幅の広い捉え方をした住居造りというものを考

えていただけないかというのが、私の本心の要望でございます。それ

を含めてですね、次年度以降ですね、設計計画が入るっていう、曙団

地も含めて、ある程度私どもでも内部調査をしながらってことで、考

えてはおりますけども、基本的にはそういう部分をもう少し多様的な

面からですね、判断しながら、執行していただきたいという、これは

お願いでございます。よろしくお願いします。 

議   長   森副村長 

副 村 長 仰られたとおりですね、確かに低所得者住宅、それから民間誘導型

の賃貸住宅、いろいろございます。やはりあの、バランスの良いです

ね、皆さんどういうものがやっぱり求められているのかっていうもの

をですね、十分調査しながらですね、そのニーズに応えるようなです

ね、体系を作っていきたいと、全てに応えることは出来ませんけれど

も、やはり求められる声にはですね、できるだけ応えるものは応えて

いきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

議   長 よろしいですか。 

他に質疑ございませんか。 

（ありませんの声あり） 
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議   長  これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります｡ 

 これから議案第 45号、若葉団地公営住宅建替工事（建築主体工事）

工事請負契約締結の件を採決いたします｡ 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第 20、議案第 46号、平成 27年度更別村一般会計補正予算（第

２号）の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 46 号、平成 27 年度更別村一般会計補正予算（第２号）でご

ざいます。平成 27年度更別村の一般会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の

総額に、歳入歳出それぞれ 144,498 千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 4,841,457 千円とする。第２項および第２条に

つきましては、お目通しを願うものであります。 

この度の補正に関しましては、先ほど来申し上げました執行方針に基

づくところの、政策予算を主なものとして計上したものでございます。

内容につきましては、森副村長に補足説明をいたさせますので、よろ

しくお願い申し上げます。以上、提案説明といたします。ご審議方、

よろしくお願い申し上げます。 

議   長   森副村長 

副 村 長 それでは補足説明をさせていただきます。まず、歳出の方から補足

説明をさせていただきます。９ページをお開きください。款２総務費、

50,677 千円を追加するものであります。958,303 千円とするものでご

ざいます。項１総務管理費、目１一般管理費 8,685 千円の追加でござ

います。説明欄（1）社会保障税番号制度整備事業でございます。19の

負担金補助及び交付金でありますけれども、マイナンバー制度と通称

言われておりますけれども、これに伴います業務システム改修経費の

負担金でございます。続きまして、目４地方振興費 2,097 千円の追加

でございます。説明欄（1）夢大地さらべつ推進委員会運営経費 477千

円の追加でございます。内訳といたしましては、報酬 452 千円、旅費

25千円でございます。続きまして説明欄（2）市街地活性化事業臨時分

でございます。工事請負費でございますけれども、1,620千円の追加と

なってございます。これにつきましては、大型遊具の付近にですね、
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更別市街の商店街等の案内看板、それから全村内の主な施設等の案内

看板を設置するものでございます。目８村有林管理費 39,716千円の追

加でございます。説明欄（1）村有林野基金積立金 39,716 千円でござ

います。次のページをお開きください。説明欄でございます。基金積

立金でございますけれども、積増分が 39,707千円、利子分が 9千円で

ございます。この積増分でございますけれども、平成 25 年 10 月に発

生しました雪害等に伴います保険金および保険料の払戻金でございま

す。それからこの 9 千円につきましてはですね、この積増分の利息分

となってございます。続きまして、款３民生費 6,538 千円を追加し、

572,776千円とするものでございます。項１社会福祉費、目１社会福祉

総務費 6,192千円を追加するものでございます。説明欄（1）準職員賃

金等でございますけれども、社会福祉事務職員賃金１名分を追加する

ものでございます。（2）社会福祉センター改修事業 1,944 千円でござ

いますけれども、福祉センターの改修工事でありまして、内容的には

ですね、正面玄関の雨漏れ防水、それから１階の和室Ａ、それから老

人研修室にですね、ＦＦストーブを設置し、暖房の効率化を図るもの

でございます。それから額はちょっと小さいんですけれども、項３老

人福祉費、目３老人福祉推進費 346 千円でございますけれども、これ

先ほど条例改正をいただきました介護保険の低所得者保険料の軽減分

でございます。それから款６農林水産業費 25,386 千円を追加し、

989,069 千円とするものでございます。主な内訳でございますけれど

も、項１農業費、目２農業振興費 10,002千円でございます。内容でご

ざいますけれども、説明欄（1）農業振興補助金 9,502千円でございま

す。19 の負担金補助及び交付金でございますけれども、ここにつきま

しては中間管理機構集積協力金交付金でございます。経営を縮小して、

中間管理機構に土地を預け、10 アールあたり２万円の支給を受けるも

のでございます。今回はですね、２件該当となっているところでござ

います。続きまして、（2）の消費・安全対策事業 500 千円でございま

す。同じく 19の負担金補助及び交付金でごさいますけれども、内容に

つきましては、食の安全対策取組事業に対して補助をするものでござ

います。主に今回はですね、食用亜麻の残留農薬試験に、試験を行う

事業にですね、道が補助を行うということでございます。事業費の２

分の１の補助となってございます。続きまして、目３農地費 1,674 千

円の追加でございます。説明欄（１）道営事業負担金 1,674 千円同額

でございますけれども、内容につきましては、道営畑総担い手支援型

事業の更別勢雄地区の負担金でございます。続きまして、目５畜産業

費 3,750千円の追加でございます。これも説明欄をご覧ください。（1）

畜産振興事業補助金 3,750 千円でございますけれども、この内容につ

きましてはですね、施設更新新設の利子補給それから牛の購入費の利

子補給、それから機器等の補助が主な内容となってございます。続き
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まして目６ふるさとプラザ費 3,117 千円の追加でございます。説明欄

（１）ふるさと館維持管理経費、修繕費でございますけれども、540千

円、修繕費の内容につきましては、屋内運動広場仕切りネットの改修

でございます。それから（２）のふるさと館改修事業 2,577 千円でご

ざいます。15 の工事請負費でありますけれども、内容につきましては

ですね、本館トイレのですね、和式から洋式へ替えるものが２基、そ

れからトイレの便座ヒーター、ウォシュレット等を取り付けるのが 15

基という内容になってございます。続きまして目７プラムカントリー

費、6,593千円を追加するものでございます。説明欄（１）プラムカン

トリー改修事業でございますけれども、この工事請負費の内容でござ

いますが、お手もとの一般会計補正予算の予算資料１ページをご覧く

ださい。プラムカントリー、一番上の方になります、プラムカントリ

ーの改修事業 6,593 千円で、備考欄に内容を書いてございます。プラ

ムハウスの木製手摺の補修、総延長でございますけれども 49.3ｍ、そ

れから厨房の改修でございます。次のページに、資料№１をお開きく

ださい。ここに平面図と側面図を載せてございます。施設を囲むよう

にですね、渡り廊下のようにですね、外側を木製の手すりを設置して

おりますけれども、この木製の手すり、かなりもう老朽化というか腐

食をしておりまして、これをですね、アルミ製に替えるものでござい

ます。また木製階段が一箇所ございます。平面図の右下になりますけ

れども、この部分をですね、木製階段からコンクリート階段に改修を

するものでございます。続きまして、12 ページをお開きください。12

ページ、ちょっと額は小さいんですけれども、項２の林業費、目１林

業振興費 250 千円でありますけれども、これはとかち森林認証協議会

負担金といたしまして 250 千円を計上するところでございます。計画

的な森林の更新を行うとともにですね、地域材の付加価値を高めると

いうことで、今回加入をするものでございます。続きまして、13 ペー

ジをご覧ください。13ページ、款８土木費51,326千円を追加し、624,698

千円とするものでございます。項２道路橋りょう費、目３道路新設改

良費 47,156千円を追加するものでございます。説明欄（１）道路改良

舗装事業でございますけれども、13 の委託料 6,156 千円でございます

が、これについてもですね、説明資料の１ページをお開き下さい。こ

の測量設計委託料につきましては、南６線乙 1,100ｍでございまして、

次のページに位置図が、次の次のページですね、位置図が載ってござ

います。南６線の東８号から東 10号間の 600間という形でございます。

続きまして、15 の工事請負費でございますけれども、道路橋りょう工

事費といたしまして 41,000千円、内訳としましては村道舗装強化工事

費に 37,000千円、市街地歩道改修工事費に 4,000千円でございます。

これもですね、予算資料の１ページをご覧ください。中段の土木費で

ございますけれども、舗装強化事業が広域縦断線、それから更別西３
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条線 1,100ｍと 270ｍなってございます。それから歩道の改修工事でご

ざいますけれども、更別東２条線 353ｍという形になってございます。

これにつきましても、予算資料の№２をご覧ください。№２の１です

ね。めくったら４枚目のページになりますか。資料№２の１、よろし

いですか。ちょっと色が薄くてはっきりわからないんですけれども、

舗装強化工事でありますけれども、広域縦断線の、要するに東 10号で

すね、南９線から南 11線までの 300間となってございます。それから

続きまして、次のページ資料№２の２をお開きください。同じく舗装

強化工事でございますけれども、更別西３条線、道道駒畠線から停車

場線前の区間が舗装強化工事でございます。それから更別東２条線、

オレンジの色で塗ってありますけれども、この箇所がですね、歩道改

修工事でございます。両サイドの歩道を改修するという内容となって

ございます。続きまして、項３住宅費、目３住宅建設費 4,170 千円を

追加するものでございます。村営住宅等の整備事業でございます。公

営住宅建設事業基本設計委託料でございますけれども、ここにつきま

しても、一番最後の資料、№３をご参照いただきたいと思います。こ

の斜線で表示してあるところがですね、今回の設計する部分でござい

ます。７棟、28 戸という形になってございます。ちょうど中学校前か

ら南３条線の角という形になります。続きまして、10 教育費 9,850 千

円を追加し、384,701千円とするものでございます。項４幼稚園費、目

１幼稚園管理費 7,140千円を追加するものでございます。１ページを、

１ページめくっていただきまして、14 ページをご覧ください。主なも

のでございますけれども、説明欄（３）園舎改修事業 6,519 千円でご

ざいます。11 の需用費として 492 千円、内容といたしましては、更別

幼稚園ＳＬ木製遊具の塗装か修繕を行うものでございます。13 の委託

料でございますけれども、上更別幼稚園園舎建設基本設計委託料とい

たしまして、6,027千円を計上するものでございます。続きまして、項

５社会教育費、目１社会教育総務費 972 千円の追加でございます。説

明欄（１）の文化推進経費でございますけれども、修繕費でございま

す。文化財保護設備修繕費となってございますけれども、これにつき

ましては勢雄地区にございます更別発祥の地の碑の修繕を行うもので

ございます。続きまして、項６保健体育費、目２体育施設費、目３学

校給食費 1,138 千円を追加するものでございます。説明欄（２）の学

校給食センター改修事業 1,051 千円でございますけれども、器具殺菌

庫１台の更新、それからドライ仕様の移動台の新規購入という内容に

なってございます。いずれもですね、保健所の指摘によるものでござ

います。以上、歳出の方の説明を終わらさせていただきます。続きま

して歳入の方の説明をさせていただきます。６ページをお開きくださ

い。款 11分担金及び負担金、項１分担金、目１農林水産業費分担金 785

千円を追加するものでございます。これにつきましては、道営畑総の



 45 

更別地区の分担金、受益者分担金でありますけれども、これの追加と

なってございます。それから国営かんがい排水事業の分担金、△の 46

千円でございますけれども、これはすでに事業終了しておりまして、

額が確定したために減額をしたものでございます。続きまして款 13国

庫支出金 5,297千円を追加し、160,904千円とするものでございます。

主な内容でございますけれども、項２の国庫補助金、目１の総務費国

庫補助金 5,125 千円の追加でございます。これにつきましては、歳出

の方でもですね、説明しましたけれども、社会保障・税番号制度のシ

ステム整備改修に伴います補助金でございます。続きまして款 14道支

出金 10,878 千円の追加でございます。234,107 千円とするものでござ

います。次のページをお開きください。７ページになります。項２道

補助金、目４農林水産業費道補助金 10,425千円を追加するものでござ

います。この内容でございますけれども、消費安全対策事業の補助金

でございますけれども 500 千円であります。これ、先ほど歳出の方で

説明をいたしました食の安全を図る事業に補助するということで、歳

出と同額の 500 千円が、を記載しております。それから食糧供給基盤

強化特別対策事業補助金であります 423 千円でありますけれども、こ

れはですね、道の単独事業、通称パワーアップ事業といわれるものの

追加でございます。事業が確定したということで、追加をしたという

ことです。それから中間管理機構集積協力金の交付金 9,502 千円であ

りますけれども、これも歳出の方で説明をいたしました中間管理機構

に土地を預けて賃貸するということで、歳出と同額の 9,502 千円が計

上されてございます。続きまして、款 17繰入金 86,975千円を追加し、

569,561 千円とするものでございます。項１基金繰入金 86,975 千円の

追加でございますけれども、内容といたしましては目１の財政調整基

金繰入金 87,242千円の追加でございます。説明欄にありますけれども、

これにつきましては財源不足を財政調整基金で調整するものでござい

ます。続きまして、目５の農業振興基金繰入金、△の 267 千円でござ

いますけれども、これにつきましてはですね、道営事業において、村

負担分で記載対象の、対象分の行使が増えたということによりまして、

繰入金を減額しているところでございます。続きまして款 19 諸収入

39,707 千円を追加し、116,930 千円とするものでございます。項５雑

入、目５雑入 39,707千円を追加するものでございます。これにつきま

しては、これも歳出の方でも説明いたしましたけれども、平成 25年の

10月の雪害に伴います森林国営保険の繰入でございます。39,637千円

を繰入するものでございます。それから同じく森林公営保険の払戻料

70千円を繰入するものでございます。それから続きまして、款 20の村

債、項１村債、目１過疎対策事業債でございますけれども、700千円を

追加し、581,800千円とするものでございます。これにつきましては、

道営畑総事業におけます過疎債の追加でございます。700千円を追加す
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るものでございます。これで歳出歳入それぞれ説明を、補足説明をい

たしました。16 ページをお開きください。一番最後のページになりま

す。夢大地さらべつ推進委員の方で委員２名を追加いたしまた。182名、

その他の特別職でありますけれども 182 名を 184 名に、それからそれ

に伴います報酬等の追加を行いました。14,315 千円に 452 千円を追加

し、14,767 千円とするものでございます。次、３ページをお開きくだ

さい。３ページ第２表、地方債の補正でございます。先ほど説明いた

しましたけれども、過疎債 700千円を追加いたしました。700千円を追

加いたしまして、581,800千円とし、合計で 704,848千円とするもので

ございます。以上、補足説明とさせていただきます。 

 平成 27年度更別村一般会計補正予算、説明が終わりました。 

これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

   ３番 髙木さん 

３番髙木議員 歳出、総務費の関係なんですが、今回国の方から特定財源というこ

とで、マイナンバー制度について財源がきたということで、これから

マイナンバー制度の準備が進んでいくわけですが、現在国の中で大き

な話題となってます年金機構の情報漏洩の問題が、今大きく取り沙汰

されている中、この自治体の情報システム協議会における負担金とい

う部分で、情報漏洩の危機管理の部分のシステムという部分に関する

予算とか、そういうものはこれは含まれているんでしょうか。その辺、

ちょっと、もしわかれば。 

議   長  吉本総務課長 

総務課長 本村も加入していますシステム協議会の負担金の増でございますけ

れども、今回補正させていただきますのは、障害者福祉、国民健康保

険、後期高齢者介護保険、国民年金等のシステム改修費用として負担

するものでございます。当然、日本年金機構の 125 万件の情報が流出

したっていう報道が毎日のようにされておりますけども、今回のこの

税番号につきましては、中間サーバーっていうのが置かれます。それ

をくぐり抜けてっていうことになりますので、今後ですね、その流出

が 100％防げるっていうことになるのかどうかはわかりませんけども、

国としてもどういうふうにやるのか、これからだと思います。更別は

その 28団体で組織しておりますシステム協議会に、システム改修をす

るわけでございますけども、これは全市町村 1,788 団体すべてが、こ

の中間サーバーを経由してですね、国、地方公共団体といずれは民間

にも広げると思うんですけども、それぞれ情報の交換をするっていう

制度でございます。平成 30年以降にはなるかと思うんですけども、民

間も、将来は民間も含めてっていうことになりますんで、その日本年

金機構のように流出する可能性っていうのは、ゼロっていうことは多

分、今のところありえないじゃないかと思うんですけども、その辺の
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情報は入っておりませんけども、国は緊張して事業を進めるんだと思

います。以上でございます。 

議   長   ３番 髙木さん 

３番髙木議員 続きまして教育費の関係なんですが、今回上更幼稚園の改修、基本

設計ということで、予算組みをされてます。今日、村長の行政執行方

針の中でも、多様化する中で幼稚園、保育所、学童保育などの部分も、

あり方について認定こども園を視野にということで検討を進めていき

たいということも言われてますが、今回の基本設計について、やっぱ

りある程度の方向性といいますか、そういうものが見えないことには、

なかなか基本設計という部分についても、難しいのかなという部分を

ちょっと感じます。その部分で、完全に幼稚園だけでいくのか、幼稚

園の中に保育機能を持つ部分も設計に入れるのか、学童にも対応でき

るように設計していくのか、それによっては設計の広さから予算から、

いろんな部分で相当変わってくると思うんですよね。村長は今後皆さ

んの意見を聞きながら方向性を検討すると言ってる中で、まだあまり

その方向性が見えない中で、もう基本設計に入っていくのか、その辺

の基本設計の進め方というますか、そのへんがもしあれば説明いただ

きたいなと思います。 

議   長   荻原教育長 

教 育 長 ただ今の質問でございますけれども、今回の上更別幼稚園の改築に

つきましては、実は昭和 49年にこの施設建てられておりまして、40年

たっております。併せて平成 25年に実施しました建物診断でも強度不

足っていう判断がされております。それであくまで、子どもたちの安

全を考える上で建替を行う、まず基本でございます。その基本に基づ

いてですね、今年からスタートしました子ども、子育てへの３つの支

援制度が始まっております。この制度を睨みながら、今回の建替を進

めていかなければならないのかなっていうふうに考えております。今

回基本設計につきましては、実設計と違いまして、実設計に至るまで

の、要するにどこに建てるかとか、或いはどういう制度で建てるかっ

ていう部分を基本に、地域の方を含めてですね、協議を進めていくっ

ていうことになります。ですので、今回の基本設計につきましては、

ただ今申し上げた内容に基づきましてですね、受託しました設計事務

所と協議を進めながら、１番最善な建替でもっていくというような協

議の場になる基本設計になるかというふうに思います。よろしくお願

いいたします。 

議   長 関連であれば。 

  ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 関連になりますけど、今髙木議員のおっしゃるようなですね、ある

程度の方向性というのがなければ、基本設計というところまでいかな

いと思うんですよね。ですからもう少しそこは詳しく説明をお願いし
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たいということと、この協議を進めていく中で、かなりいろんな問題

が出てくるかなっていう思いもあるんですが、その辺のスケジュール

も併せてお聞きします。 

議   長   荻原教育長 

教 育 長 今回の基本設計につきましても、当然委託料を出すのに面積をある

程度示さなければいけないということがございます。それで、今回の

基本設計につきましては、保育園基準、今示されております一人あた

り 1.98㎡を基にですね、幼児数、現在の幼児数、これからの幼児数を

だいたい勘案いたしまして、保育室、遊具室の面積を想定しておりま

す。併せてこれにですね、トイレ、それから手洗い、それから睡眠室、

午睡室になりますけれども、これを加算したものでございます。併せ

まして、あくまで子育ての支援にも関わる施設ということもございま

すので、０歳から２歳児、それから学童保育も視野に入れた人数を面

積計算いたしまして、約 600 ㎡という数字でもって、今回委託の金額

を算出しております。以上です。 

議   長 教育長、スケジュールは言われていない。 

どうぞ 

教 育 長 失礼いたしました。スケジュールでございますけれども、委託期間

につきましては今年度いっぱい考えております。ただ、委託期間終了

後のですね、検査期間もございますので、予定といたしましては、28

年の３月 10日を目処に委託を発注したいというふうに考えてございま

す。失礼いたしました。 

議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 併せてなんですけど、住民の声を聞きながらということですよね。

ですからかなり早めの段階でそういった作業が出てくるんじゃないか

というふうに思うんです。これ委託業務ですから、それなりに進むと

は思うんですけど、問題はそこじゃないかと思っているんですよね。

そのへんのスケジュールの中で、住民の説明なり、何かしらの方針を

出して合意をいただくというのはいつ頃ということでしょうか。 

議   長   荻原教育長 

教 育 長 これからのスケジュールなんですけれども、現在６月１日付けでで

すね、子ども・子育て支援係担当係長がおります。その担当係長を基

にですね、今回のこの事務作業については進めていきたいというふう

に考えております。それで、これからどのようにっていうことでござ

いますけれども、いずれにしましても、今通園されている児童を持つ

保護者の方以外にも、当然これから子どもが産まれる方、或いは予備、

予備って言いますか、まだ小さい方も含めてですね、その協議の中に

入っていただいて、協議を進めていかなければならないというのがご

ざいますので、その辺も含めてですね、実際の実施スケジュールにつ

きましては、これから検討してまいりたいというふうに考えておりま
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す。 

議   長 関連ありませんか。 

  ３番 髙木さん 

３番髙木議員 今、子育て支援課というか、のお話がちょうど出たので、それに関

して、これから住民の意見を聞きながらということなんですが、幼稚

園を建てるのであれば、今教育委員会に設置されてて１名いらっしゃ

るということですが、こども園とか保育の関係になりますとやっぱり

福祉課の関係も、これ関わってくるわけですよね。そうなりますと、

また上更地区という地域振興ということも含めていくと、この教育委

員会に配置された１名が中心となって様々なことを組み立てるより

は、各課にまたいだ中でね、こども園も含めた中の検討もしていかな

ければならないわけで、その辺はやっぱりきっちりと人数を増やして

でもちゃんとした課を設置していただいて進めるのか、担当課のプロ

ジェクトを作るのか、その辺も含めて、もうちょっとはっきりと、も

うスタートしないと 28年の３月にはある程度形を作りたいっていうの

であれば、体制づくりっていうのは重要になってくると思うんですよ

ね。だからその辺も、今回、出だしとしてね、まず１名の担当の係を

置いてスタートしてくよっていうことはわかるんですけど、その辺の

準備もやっぱり早めにやっていただきたいなと思いますので、その辺

も含めてよろしくお願いしたいなと思います。 

議   長   西山村長 

村   長 今、髙木議員の仰るとおりでございまして、今ですね、教育委員会

の方に設置しましたけれども、保健福祉課とかですね、各地域の部分

はありますし、幼稚園の問題だけではなくてですね、またがる問題も

あります。その辺の部分でですね、一応来年度に目指しておりますけ

れども、その部分ですね、１名という配置でありますけれども、各関

係機関とですね調整し、そして組織もですね、きちんと明確にしてで

すね、るる進めてまいりたいというふうに思ってますので、よろしく

お願いいたします。 

議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 この度追加補正、いわば政策予算に関わるというふうな認識の中で、

144,000千円某の金額のうちですね、どの程度が政策予算として計上さ

れているのか、私はちょっと見る限り、経常費がかなりあるような気

がしてならないもんですから、ちょっと先に確認をさせていただきた

いと思います。 

議   長   森副村長 

副 村 長 確かに補正予算書を見ますとですね、経常分というふうに、かなり、

主には需用費関係と特に多いのかなっていうふうに思います。いずれ

にしてもですね、これら今回 300 千円とか、いろいろ補正を出させて

いただいておりますけれども、各々パーセンテージちょっと今はじい



 50 

ていないんで、これがね、臨時予算と経常の割合がどれだけあるかっ

ていうのはちょっと説明しかねますけれども、今回、例えばですね、

12ページございます、12ページの中間に商工費ございますけれども、

商工費等で 354 千円の経常分という形で、載せさせていただいてござ

います。商工総務費ですね、その説明欄の商工行政事務経費だとかっ

て、こうございますけれども、これ経常分として 354 千円載せてござ

います。もっと詳しく説明をすればよかったんでしょうけれども、こ

れ報償費 310 千円減額してます。この報償費っていうのはですね、今

まで相談員の方お願いしまして、福祉センターの方で月２回やってお

りました。今回なぜ載せたかっていうことなんですけれども、年度の

途中でちょっと来れなくなったといいますか、こちらの業務をできな

いないということで、今回ですね、この委託料の方にありますけれど

も、委託料の一番下の方ですね、消費生活相談業務の委託料 391 千円

と載ってございますけれども、この今までお願いしていた相談員の方

ができなくなったということでですね、中札内村の消費者協会と委託

をしてですね、派遣をしてもらうと。回数は増えておりませんけれど

も、このような形でですね、またそしてその業務に伴います関連機器

等もですね、整備を行うということで、経常分として載せさせていた

だきました。あと、いろいろありますけれども、特にはですね、今手

持ちで持ってる、例えば修繕費等ございます。つかみですね、これを

修繕するんだよっていうんではなくて、つかみでやはり何十万か持っ

てないと突発的な修繕には対応できないということで、これらの当初

持っていたつかみの修繕費等もですね、予想してなかった修繕等が出

てですね、追加で補正しないと今後対応出来ないということで、載せ

させていただきました。その臨時経常の割合、ちょっとわかりません

けれども、一応理由としてはそういう理由で、今回追加補正をさせて

いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

議   長   ６番村瀨さん 

６番村瀨議員 それでは少し説明が、本当は長くなりますから、あまりしませんけ

れど、いくつかちょっと質問させていただきます。10 ページにありま

す。款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、ここの賃金

でございますが、臨時職員賃金ですね、これは先ほどの何か認定に関

わるものかなっていうふうな感じだったんですけど、そういう説明も

なかったもんですから、ここの１名の増となるもの、目的、配置した

理由を教えて下さい。 

議   長   吉本総務課長 

総務課長 正職員の減によりましてですね、それと更別村障害者雇用率 2.3％を

クリアしてないっていうことで、労働基準監督署の指導が入っており

ました。前理事者がですね、障害者枠ということで１名準職採用しま

した。４月１日付で採用したんですけども、その採用に伴って予算を
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持っていないということもございまして、今回追加補正したというこ

とでございます。以上でございます。 

議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 それであの、ちょっと細かいところになりますけど、教育費の方で

いくつか質問させて下さい。14 ページですか。先ほど副村長の説明あ

ったんですけれど、修繕費の関係でですね、当初から組まれている、

コミュニティプール維持管理費、事業費ですね、300千円の追加、当初

予算 698千円、もう少し説明をお願いいたします。 

議   長   新関教育次長 

教育次長 プールの修繕費ということなんですけれども、こちら通常の修繕は

ですね、当初予算で組ませていただいたんですけれども、実際、５月

から通常オープンしてるんですけれども、その際に新たにですね、修

繕をする、追加する部分が出てきたもんですから、その分を修繕しま

したところ、通常修繕費の予算の見方はですね、ある程度、過去３年

分の修繕費、かかったような部分プラス実際もう明らかに直さなきゃ

いけないものというのを当初組んでたんですけれども、明らかに直さ

なきゃいけなかったものプラスですね、実は５月になってからまた、

追加が出てきたもんですから、その部分で通常使う部分まで食い込ん

でしまったような修繕になってしまいまして、今時点で執行がほとん

どゼロに近い形になったもんですから、今後まだ９月まで、プールオ

ープンしている間でまた何かですね、修繕が起きた時に困るというふ

うなことで、今回ちょっと補正させていただいております。中につき

ましてはどうしても湿気を含むものですから、天井ですとか、そうい

う部分がですね、年前よりも年明けた時に余計腐食が進んでいたりだ

とかっていうようなことで、ちょっと止む無くというようなことであ

ったもんですから、あんまりこういう形の提案の仕方は良くないのか

なと思ったんですが、ちょっと止む無くというようなことで提案させ

ていただいております。以上です。 

議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 そしたら当初の 698 千円については、某の修繕で終わったと、あと

見込みの 300 千円をとりあえず追加したっていうことですよね。もう

２つなんですけれど、学校給食費ですか、そこの管理用備品購入費で

1,051千円の追加補正でございますが、これも説明の中でですね、保健

所の指示によるというようなことがあったかと思いますね。保健所の

指示であるということは、何らかの問題があったのか、改善命令か、

何かしらの指示があったということなんですが、そこのところと、こ

れは当初から組まれなくても問題がなかったのか、この２点について

お伺いします。 

議   長   新関教育次長 

教育次長 今回給食センターの改修、２点ほど改修というか、あの、備品購入
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ですか、ということで、１点目器具殺菌庫ということで、包丁ですと

かまな板ですとか、そちらを殺菌する機械がですね、もう、機械とい

うか物がですね、もう 20年以上経ってて、かなりその効果が薄れてき

ているっていうようなことで、今回それを更新すると。それともう１

つはですね、ドライ仕様の移動台というようなことで、給食だとか配

膳するとき、作ってですね、食缶に入れたり何だりするときに、移動

する台があるんですけれども、こちらが今使っている台が低い台であ

りまして、それがその床からこう近すぎるということで、もう少し高

い台のものにしなさいという、これはもう保健所の方からですね、衛

生面でちょっと今の台を使っているようでは、そういう危険性がある

よというようなことの指摘があったもんですから、改めて今回それを

更新していきたいというようなことで提案させていただいておりま

す。以上です。 

議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 理由と問題についてはわかったんですけど、この時期の説明につい

てはちょっとなされていない気がする。これなぜ６月の追加補正なの

か。 

議   長   新関教育次長 

教育次長 予算の積算の中でですね、当初、予算要求する中で、いろいろな政

策的なことですとか、いろいろな形の中で、とりあえず４月以降、４

月すぐ早々に緊急にすぐ使わなければいけないというものでもないも

のですから、その中で多少遅れてでも何とか年度内に速やかにできれ

ばというようなことだったものですから、ちょっと遅れての提案です

ので、いきなり今出てきたとかっていうような形に見受けられるかな

と思うんですけれども、もともと計画はされてたような形になります。

以上です。 

議   長 他、質疑ありませんか。  

   ７番 本多さん 

７番本多議員 ９ページの地方振興費について、村のＰＲ看板の設置ということで

ございますけれども、1,620千円ということで、かなり大きなものだと

いうふうに思いますが、これは農村公園の遊具施設の周辺だと思いま

すけど、どういった内容のものを建てるのかお聞かせ下さい。 

議   長   髙橋企画政策課長 

企画政策課長 市街地活性化事業の臨時分ということで、看板設置工事費をみさせ

ていただいております。こちらの方はですね、今農村公園の方、大型

遊具と駐車場があるわけなんですけれど、そちらの方ですね、駐車場

に車を止めていただいて、大型遊具を利用していただくという流れが

あるかなと思うんですが、その間にですね、この看板を建てようとい

うふうに今計画をしているところでございます。駐車場から降りて遊

具の方に向かいますと、ちょうど市街地側を向く形になりますので、
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その駐車場側の方には、市街地のですね、市街地にある施設であった

り、お店であったり、そういったものを表示してですね、どの店が、

食堂がどこにあるだとか、他の施設がどこにあるかっていうのを示し

ていきたいなというふうに考えているところです。逆にですね、遊具

の方から駐車場側の方、まあ車の方に戻る際にはですね、そちらの方

向、一応村内の全域図というか、そういうのを配置してですね、村内

の施設、道の駅であったり、モーターパークであったり、村内農村地

区における食堂であったり、そういったものを案内できるような形に

していこうというふうに考えているところでございます。サイズにつ

きましてはですね、ちょっと柱とかもあるんですけれど、板面のサイ

ズとしましては横２ｍ40㎝、縦がですね１ｍ30㎝程度のものの板を使

って、そのようなものを表示しようというふうに考えているところで

ございます。以上でございます。 

議   長   ７番 本多さん 

７番本多議員 今のお話聞きますと、たいした大きいものではないんですね。せっ

かくこういう看板を建てるんですから、今天気が良くて、日曜、土曜

日はかなりの交流人口があるということで、利用されているっていう

ことなんで、こういった看板を利用した中でね、村内のＰＲができれ

ばいいと思うんですけども、こういった小さい看板であればそういっ

た施設の、例えば電話番号とか、そういったものは入るっていう余地

はないんでしょうね、たぶんね。 

議   長   髙橋企画政策課長 

企画政策課長 まだ詳しいデザイン等決まっておりませんが、今少し考えていると

ころでは、最近の方々、特にあの、公園に来られる若いお母様方とか

そういった方は、皆さん最近スマートフォンという電話というか携帯

をお持ちであります。それを使ったですね、ＱＲコードというちょっ

とバーコードみたいなものなんですけれど、そういうのも貼り付けて

ですね、それを読むことによってお店の電話番号だとか、そういう開

店時間だとか、定休日だとか、そういうのもわかるようなことが出来

ればな、というふうには考えているところですが、今議員が言われた

みたいにですね、ちょっと板面がある程度限られてますので、そこら

辺、そういった最近のアイテムなどの利用も考えながら、ちょっとデ

ザインをしてまいりたいというふうに考えているところでございま

す。以上でございます。 

議   長   ７番 本多さん 

７番本多議員 そういったことを加味しながらデザインをして、村のＰＲになるよ

うに作っていただきたいと思います。 

議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 教育関係ばっかり質問して申し訳ないんですけども、ちょっとあの、

15 ページのですね、教員住宅の維持管理経費の関係の追加予算ってい
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う形で 300 千円みてるんですけども、ちょっとこれだけじゃわからな

いっていうよりも、今の教員住宅の充足率も含めて、それと多分小学

校の関係の住宅は、校長なり教頭の公宅になるんでしょうけども、そ

れが使えるとか使えないとかっていう話も聞いてる中でですね、ちょ

っと教員の今の入居率とですね、今の施設の管理をしていかなきゃな

らない部分の粗々の状況等あればちょっと、お繋ぎいただければあり

がたいと思うんですけども。 

議   長   新関教育次長 

教育次長 現在のですね、教員住宅の状況ということですけれども、更別小学

校は 13 戸ありまして、その内入居者は 10 戸になってます。上更別小

学校は２戸、校長、教頭住宅ということで２戸入居されてます。中央

中学校はですね、７戸あるうち、７戸ということで全部うまっている

というような形で、昨年、前年度から見ますとトータルで４戸ほど増

えているという形になります。今回修繕費、こうやって出させてもら

ってるんですが、そのように４戸分ですね、多く増えたというような

ことで、しばらく空いて、入ってなかった住宅だとかがありまして、

どうしても水回りですね、ボイラーですとか、ちょっといかれちゃっ

たものがありまして、これも先ほどのようにですね、当初ある程度予

算組みしてたんですけれども、ちょっと思わぬものの修繕が出てきま

して、時期がまだ４月、５月の段階であったもんですから、また今後

ですね、入居者の責任ではないような修繕が出てきた場合ですね、困

るなというふうなことで、今回その分の補正をさせていただいてると

いうような形になっておりますので、ご理解いただけたらなと思いま

す。以上です。 

議   長   １番 安村くん 

１番安村議員 今、ちょっと聞きたかったことっていうのは、もう１つありまして、

基本的に今、上更別小学校、中学校については全戸、充足されている

という形で、今説明があったわけですけれども、小学校の 13戸の内 10

戸という説明がありましたけども、その３戸については居住する可能

性っていうよりも、居住できるような状況なのか、それとも居住でき

ないような状況なのかも併せてちょっと説明をお願いしたかったわけ

なので、その点の付帯説明もお願いしたいというふうに思います。 

議   長   新関教育次長 

教育次長 申し訳なかったです。更別小学校の方はですね、３戸空いてるんで

すけれども、その内１戸はですね、旧校長住宅というか、かなり大昔

の三角屋根のがありまして、こちらはですね、かなり元々の建物が古

いプラスですね、昭和 51年の建物ですね、なってますけれども、実際

はもう取り壊す考えはあります。ただまあ、予算の関係もありまして、

今ちょっとそのままになってるんですけれども、今の時点では、入居

させる予定はありませんので、実際、今２戸が空いてる状態で、こち
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らは完全に住める状態にはなっておりますので、そのような状況であ

ります。以上です。 

議   長 よろしいですか。他、質疑どうですか。 

質疑ありませんか。 

（ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わらせていただきます｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります｡ 

これから議案第 46号、平成 27年度更別村一般会計補正予算（第２

号）の件を採決いたします｡ 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長  日程第 21、議案第 47号、平成 27 年度更別村介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   西山村長 

村   長 議案第 47号、平成 27 年度更別村介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。平成 27 年度更別村の介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出

予算の補正）第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表、歳

入歳出予算補正」によるものです。いうことでですね、事業勘定の、

いきまして、１ページ目、第１表、歳入歳出予算補正というところ

をご覧ください。款１介護保険料、項１、介護保険料、49,575 千

円、補正額 346 千円、計 49,229 千円、款７繰入金、項１一般会計

繰入金 55,897千円、補正額 346千円、計 56,243千円、１一般会計

繰入金 44,173 千円、補正額 346 千円、計 44,519 千円、歳入合計

296,472千円、補正額 0、計 296,472千円となっております。27年

度のですね、第１号に関する説明書、事業勘定、２ページそしてで

すね、３ページ、歳入はお目通しください。４ページをご覧くださ

い。介護保険料、款１介護保険料、補正前の額 49,575 千円、補正

額 346千円、計 49,229千円、項１介護保険料 49,575千円、補正額

346千円、計 49,229千円、目１第１号被保険者保険料 49,575千円、

補正額 346 千円、計 49,229 千円、現年度分、金額 346 千円、とい

うふうになっております。下の方にいきまして、款７繰入金 55,897
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千円、補正額 346千円、計 56,243千円、項１一般会計繰入金 44,173

千円、補正額 346 千円、計 44,519 千円、目４低所得者保険料軽減

繰入金として、補正前の額０円、補正額 346千円、計 346千円、現

年度分というふうになっております。これはですね、先ほどのです

ね、議案 43 号およびですね、補正予算第２号にありましたとおり

ですね、低所得者層のですね、軽減措置分を減額し、そして繰入金

その分をですね、繰入金としてですね、増やしたというものであり

ます。以上ご説明申し上げ、ご審議の方をよろしくお願いいたしま

す。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

議   長   ５番上田さん 

５番上田議員 ちょっとわからなくて聞きたいんですけど、今回の補正に関しては

ですね、今説明聞くと財源補正かと思うんですけども、その際に歳出

の方でも財源の出入りがあると思うんですけども、その点はいらない

んでしょうか。    

議   長   安部保健福祉課長 

保健福祉課長 財源補正の場合、特定財源という形になると思いますけども、介護

保険においては、この入ってくる分についてはですね、すべて一般財

源ということで、財源補正という形ではないもんで、歳入の減額と追

加という形で、今回提案させていただいております。以上です。 

議   長 他、質疑ございませんか。 

（ありませんの声あり） 

議   長 はい、質疑なしと認めます。   

これで質疑を終わります。   

これから本案に対する討論を行います。 

討論の発言を許します。 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります｡ 

これから議案第 47号、平成 27年度更別村介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）の件を採決いたします｡ 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第 22、意見書案第５号、平成 27年度北海道最低賃金改正等に

関する意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

  ７番 本多さん 

7番本多議員 提案理由を申し上げます。平成 27年度北海道最低賃金改正等に関す
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る意見書の提案理由を申し上げます。内容につきましては、別紙を参

照いただき、要点のみ申し上げます。地域最低賃金は、北海道の低賃

金構造を改善し、働く貧困層であるワーキングプアの解消のためのセ

イフティネットの一つとして最も重要なものです。労働基準法第２条

では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めていま

すが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労

働者は、労働条件決定にほとんど関与することができません。平成 22

年、政府、労働界、経済界の代表等でつくる政府の雇用戦略対話にお

いて、「最低賃金は、できる限り早期に全国最低 800円を確保し、景気

状況に配慮しつつ、平成 32年までに全国平均 1,000円を目指す」との

合意をいたしました。昨年、北海道地方最低賃金審議会が答申書に初

めて、800円、1,000円への引き上げに向けた道筋を付けるための表記

がなされました。最低賃金が上がらなければ、その近傍で働く多くの

方の生活はより一層厳しいものとなり、ひいては北海道経済の停滞を

招くことにつながり兼ねません。よって、北海道労働局及び北海道地

方最低賃金審議会においては、平成 27年度の北海道最低賃金の改正に

当たり必要な措置を講ずるよう求めるため、別紙意見書を、上田議員

の賛成を得て提出するものでございます。ご賛同賜りますよう、よろ

しくお願いを申し上げまして提案の理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第５号、平成 27年度北海道最低賃金改正等に関す

る意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。  

  おはかりをいたします。 

 会議規則第９条、会議時間の延長について、おはかりをいたします。 

 この際、議事の都合により、本日の会議を延長したいと思います。 

 これにご意義ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます。 

したがって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 
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議   長 日程第 23、意見書案第６号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

２分の１への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、

就学保障充実など平成 28年度国家予算編成における教育予算確保・拡

充に向けた意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、30 人以下

学級の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など平成 28年度国

家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提案理由を

申し上げます。内容につきましては、別紙を参照いただき、要点のみ

申し上げます。義務教育国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保と

して国が責任を果たすものであり、へき地校などが多い北海道におい

ては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっていることから、

制度の堅持と三位一体改革で削減された負担率を３分の１から２分の

１へ復元するなどの制度改善が極めて重要であります。今年度の政府

予算は、財源不足などを理由に、教職員定数改善の概算要求は見送ら

れました。また、教職員の定数の拡充は喫緊の課題であり、住む地域

に関係なく子どもたちに行き届いた教育を保障するためには、教職員

定数の改善と学級基準編制の制度改正及び 30人以下学級の早期実現が

不可欠です。これらのことから、国においては義務教育費無償、義務

教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率２分の１への復元など、教育

予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう求めるため、別紙意

見書を、安村議員の賛成を得て提出するものです。ご賛同賜りますよ

う、よろしくお願いを申し上げて提案の理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第６号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２

分の１への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就

学保障充実など平成 28年度国家予算編成における教育予算確保・拡充

に向けた意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 
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 したがって、意見書案第６号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第 24、意見書案第７号、道教委「新たな高校教育に関する指針」

の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意

見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   ３番 髙木さん 

３番髙木議員 意見書案第７号、道教委、新たな高校教育に関する指針の見直しと

地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書の提案

理由を申し上げます。内容につきましては、別紙を参照いただき、要

点のみ申し上げます。道教委は、新たな高校教育に関する指針にもと

づき、毎年度、公立高等学校配置計画を決定し、高等学校の募集停止

や再編・統合を行ってきました。配置計画で再編・統合、募集停止の

対象とされた高校では入学希望者の激減する現象が生じています。さ

らに子どもの進学を機に地元を離れる保護者も現れ、過疎化を加速さ

せ、経済や産業、文化などに影響を及ぼすなど結果的に地域の活力を

削ぐこととなっています。地元の高校を奪われた子どもたちは、遠距

離通学や下宿生活等を余儀なくされ、精神的・身体的な負担は増大し、

保護者の経済力によっては通学断念にまで追い込まれかねないといっ

た実態も報告されています。新たな高校教育に関する指針にもとづく

配置計画がすすめば、北海道の高校の約 43％がなくなることになり、

地方の切り捨て、ひいては北海道地域全体の衰退につながります。地

域の意見・要望を十分反映させ、地域の経済・産業・文化の活性化を

展望した新たな高校配置計画、高校教育制度を創り出していくことを

求め、別紙意見書を、太田議員の賛成を得て提出するものです。ご賛

同賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ、提案の理由といたしま

す。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長 

 

 

 

 

 

 これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第７号、道教委「新たな高校教育に関する指針」

の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意

見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 
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議   長  異議なしと認めます｡ 

したがって、意見書案第７号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第 25、意見書案第８号、地方財政の充実・強化を求める意見書

の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   １番 安村さん 

１番安村議員 地方財政の充実・強化を求める意見書の提案理由を申し上げます。

内容につきましては、別紙をご参照いただき、要点のみ申し上げます。

地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復

興、環境対策、地域交通の維持など、果たす役割が拡大するなかで、

人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、新たな政策課題に直

面しています。一方、地方公務員をはじめ、人材が減少するなかで、

新たなニーズの対応が困難となっており、公共サービスを担う人材確

保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があ

ります。しかし、経済財政諮問会議においては、平成 32年のプライマ

リーバランスの黒字化をはかるため、社会保障と地方財政が二大ター

ゲットとされ、歳出削減にむけた議論が進められています。本来、必

要な公共サービスを提供するため、財源面でサポートするのが財政の

役割です。しかし、財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサ

ービスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊

をもたらすことは明らかです。このため、平成 28年度の政府予算、地

方財政の検討にあたっては、国民生活を犠牲にする財政とするのでは

なく、歳入、歳出を的確に見積り、人的サービスとしての社会保障予

算の充実、地方財政の確立をめざすことを求め、別紙意見書を、織田

議員の賛同を得て提出するものです。ご賛同賜りますよう、よろしく

お願いを申し上げまして提案の理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

 （原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第８号、地方財政の充実・強化を求める意見書の

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （意義なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 
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 したがって、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。 

 おはかりをいたします。 

議事の都合により６月 10 日から６月 14 日までの５日間、休会とい

たしたいと思います｡ 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがいまして、６月 10 日から６月 14 日までの５日間、休会する

ことに決定をしました｡ 

 以上で、本日の日程は全部終了させていただきました。 

本日は、これをもって、散会をいたします｡     （17時 12分） 

 

 

 

 


